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○議長（安達 隆君）  皆さんおはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

 決算審査特別委員会の正副委員長の互選の結果に

ついて報告がありましたので発表いたします。 

 委員長に、９番、成重博文君、副委員長に17番、

菅 健雄君、以上のとおりであります。 

 日程第１、一般質問を行います。 

 この際、申し上げます。各議員の発言は、申し合

わせの発言時間内においてお願いいたします。 

 また、質問は通告に基づき行ってください。なお、

執行部は質問通告にない事項及び聞き取り時にな

かった事項について質問があった場合は、議長にお

知らせください。 

 一般質問通告表の順序により、４番、甲斐明美君

の発言を許します。 

 ４番、甲斐明美君。 
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○４番（甲斐明美君）  おはようございます。４番、

日本共産党の甲斐明美です。一般質問をいたします。 

 １、政治姿勢について。 

 介護保険では、すでに要支援１、２は、介護保険

給付から外されています。豊後高田市は、来年４月

から外される予定です。 

 さらに、要介護１、２の人の訪問介護の生活援助

や、要介護２以下の福祉用具のレンタル料を１割負

担であったものを、10割負担とする改悪案を政府は

検討しています。これでは、何のために介護保険料

を払ってきたのかわかりません。 

 市長は政府に、このような改悪をしないよう進言

してください。 

○議長（安達 隆君）  保険年金課長、丸山野幸政

君。 

○保険年金課長（丸山野幸政君）  政治姿勢の介護

保険制度に関するご質問についてお答えをさせてい

ただきます。 

 政府は、経済財政運営と改革の基本方針2015にお

きまして、次期介護保険制度改革に向けて、高齢者

の有する能力に応じ、自立した生活を目指すという

制度の趣旨や、制度改正の施行状況を踏まえつつ、

軽度者に対する生活援助サービス、福祉用具貸与等

やその他給付について、給付の見直しや地域支援事

業への移行を含め、検討を行うとしております。 

 全国市長会におきましては、こうした次期制度改

正に当たりまして、軽度者に対する生活援助サービ

ス等について、給付の見直しや地域支援事業への移

行を含めて検討するに当たっては、自治体の負担等

を勘案し、慎重に検討することや、自治体と協議し、

その意見を反映するとともに、充分な準備期間を確

保できるよう、適切な行程の設定及び速やかな情報

提供を行うこと等を国に対して要望しているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  再質問をします。 

 政府の改悪案によると、要介護１、２の人の訪問

介護の買い物、洗濯、掃除などの生活援助を、保険

給付から外します。 

 高田では、どれくらいの方が影響を受けると思い

ますか。465名の方が受けるようです。洗濯、掃除は

もうしなくていい、お金がかかるから、身内が来た

らやってもらうからという人が必ず出てきます。い

つ身内が来るのかわかりません。これまで、介護保

険で生活援助が１割負担だったものが、10割となる

わけです。政府は、家で生活することを推進してい

るのに、家にいればお金がかかってしまいます。せっ

かく自宅で過ごせる余力があり、介護士が少し手を

かけてあげると、人間らしく生きられるのに、意欲

をつぶしてしまいそうです。弱者がこぼれ落ちてい

くことになります。 

 自立した生活を目指すと政府は言ってますが、こ

れは逆行するものではないでしょうか。市長は、市

民のために、このような介護保険制度の改悪を許せ

ますか。どうお考えでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  保険年金課長、丸山野幸政

君。 

○保険年金課長（丸山野幸政君）  再質問にお答え

をさせていただきます。 

 まず、現在、国の社会保障審議会介護保険部会に

おきまして、議員さんからご質問をいただいた件の

みならず、現役世代の方々のご負担方法も含めて、

現在、全体の視点で議論がされていると、そういう

状況でございます。 

 そういう中で、全国市長会におきまして、先程ご

答弁申し上げました内容のことにつきまして、国に

対して要望しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  この改悪案ですと、相当の

方が影響を受けます。実際に、各地区から各市から

政府のほうに意見を上げるとしても、しっかりした

現実を見据えた意見を上げてほしいと思います。 

 ぜひとも、このような改悪をしないように、皆さ

んの力でよろしくお願いいたします。 

 では次に、子ども医療費無料化について質問いた

します。 

 １、子どもが病気の時は、お金の心配なく、病院

で診てもらいたい。親の切実な願いがあります。中

学卒業まで、入院、通院費まで無料化している自治

体は、全国で73パーセントです。これは、昨年３月3

1日の統計です。大分県では、50パーセント、現在で

す。自治体で無料化しております。本市でも早く無

料化できないでしょうか、お願いします。 

○議長（安達 隆君）  甲斐議員、続けてください。 

○４番（甲斐明美君）  済みません、２つ目です。

市長は、中津市、宇佐市と足並みを合わせると言い

ますが、６月議会以降、どのような話し合いがなさ

れたか。また、中津市民病院の小児救急センターな
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どの調査をしたのでしょうか。 

 ３、夜間診療に行く前に、小児救急ハンドブック

や子ども救急電話などの活用もできるよう、保護者

へ周知、啓発をお願いしたいと思います。 

○議長（安達 隆君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  子ども医療費無料化につい

てのご質問にお答えいたします。 

 子ども医療費無料化につきましては、子育て支援

の有効な支援の一つであると、そういうふうに考え

ております。 

 現在、本市におきましても、未就学児の入院、通

院、歯科、障がいに係る医療費及び小中学生の入院

に係る医療費の自己負担分の助成を実施していると

ころでございます。 

 なお、小中学生の通院費の自己負担の助成につき

ましては、この近隣自治体では実施しているところ

はございません。 

 そういった面で、中津市、宇佐市、豊後高田市の

３市長で、この課題についてどうすべきかを話し合っ

ており、まずは今までどおりで、そして３市で歩調

を合わせて、今後検討していくということを確認を

いたしました。 

 また、この話し合いを受けまして、３市の子ども

医療担当課長の会議を行うとともに、広域医療圏の

ワーキンググループ会議におきましても、３市と福

岡県側の関係自治体の担当課長が集まりまして、定

住自立圏内における小児救急医療体制を維持し、安

定的に運営していくための協議を行っているところ

でございます。 

 その他の質問につきましては、担当課長に答弁さ

せますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  ウェルネス推進課長、伊南

冨士子君。 

○ウェルネス推進課長（伊南冨士子君）  私のほう

から、受診に関する保護者への周知、啓発について

のご質問にお答えいたします。 

 本市では、出生届を出された方全員に、乳幼児健

康診査や予防接種の予定表とあわせて、日ごろより

子どもの病気に対する知識を持っていただくために、

赤ちゃんと子どもの健康、そして予防接種と子ども

の健康の２冊のパンフレットをお配りしております。 

 この赤ちゃんと子どもの健康には、熱が出たとか、

吐いたなどのよくある症状ごとに、観察のポイント

や家庭での対応を大変わかりやすくまとめておりま

すので、ご活用いただくよう、赤ちゃん訪問の時な

どに周知、啓発を行っているところでございます。 

 今後も引き続き、乳幼児健康診査や訪問などの機

会を通じて、適正な受診に努めていただくよう取り

組んでまいりたいと考えております。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  それでは、再質問いたしま

す。 

 先日の日出町の町長選で、中学卒業までの子ども

医療費の無料化を公約した町長が誕生しました。も

う今では、若い人も働き盛りの人も老人も、子ども

の健康を応援してくれています。若い親は、一人の

子どもでも大変ですが、数人の子どもを産み育てる

にはお金がかかります。病気の時に税金を使うこと

は誰も文句を言いません。何とか本市の子どもたち

のために無料化できないでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  子育て・健康推進課長、安

田祐一君。 

○子育て・健康推進課長（安田祐一君）  甲斐議員

の再質問にお答えいたします。 

 先程、市長のほうが答弁申し上げましたように、

子育て支援の有効な支援の一つでございます。引き

続き中津市、宇佐市さん、それと広域圏の中で歩調

を合わせながら、引き続き検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  再々質問をします。 

 これは１番の①のところの再々質問です。７月中

旬に社会文教委員会で、岩手県西和賀町に視察に

行ってきました。その時、元村長の深沢晟雄さんの

ことを伺いました。昭和37年、地域で初めて国の制

度のない時に、乳児の医療費を無料にし、乳児死亡

率をゼロにした人です。 

 深沢村長は、人間の尊厳、生命尊重こそが政治の

基本とする政治哲学を持っていました。現在もその

意志は受け継がれ、今でも子ども医療費の無料化は

高校卒業まで、18歳までとなっています。 

 20年前に亡くなられましたが、この精神を見習っ

て、次々と子ども医療費無料化の拡大がされていま

す。本市も拡大をしてほしいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  ②の再質問をします。 

 市長は、中津市、宇佐市と足並みを合わせるとい
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うこと、その部分です。中津市民病院の小児救急セ

ンターについて、調査と協議内容を教えてください。

協議をしたということですので、その時のメンバー

と、医療費無料化の拡大について話し合ったのでしょ

うか。資料は、どんなものを使いましたか。市長が

出席したところの内容や、課長が出席したところの

内容を、別々に答えていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  子育て・健康推進課長、安

田祐一君。 

○子育て・健康推進課長（安田祐一君）  先程市長

が答弁いたしましたように、事務方レベルで広域医

療圏ワーキンググループ会議を開催し、協議を行っ

ております。 

 これにつきましては、広域医療圏の取り組みにつ

いて、大分県側、福岡県側で、異なった対応でござ

いますので、将来的にどうやっていくのかというこ

とを協議申し上げているところでございます。 

 そのほか、中津市民病院等については、把握して

おりません。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  広域医療圏のメンバーとい

うことですが、そのメンバーが、先程市長が言われ

たように、幾つかの何人かのメンバーとか、幾つか

のメンバーがありましたけども、将来的に医療費無

料化拡大について話ができたのでしょうか。それと

も、福岡側の方たちも入っていると思うので、その

方たちの意見というか、実際、福岡側が無料化して

も、中津市民病院救急医療センターのほうには、子

どもの受診はふえてないわけですけれども、その方

たちの考え方とかも聞いたと思うんですけれども、

将来無料化にできるような方向に話が行けているの

かどうかを知りたいと思います。 

 中津市民病院については把握していないというこ

とですが、中津市民病院の状況というのは、市民病

院の小児救急センターの状況というのは、とっても

改善されているんです。そのことは、聞かれていま

すでしょうか。私がこの前の議会で言ったことはう

そではないと思いますが、その認識はありますでしょ

うか。 

 そして、できましたら市長が一番長い経験の市長

ですので、永松市長がぜひリーダーシップをとって、

足並みを合わせてでも、早く３市で一緒に無料化を

してほしいと思いますが、できないでしょうか。課

長の先程の答弁からお願いします。 

○議長（安達 隆君）  子育て・健康推進課長、安

田祐一君。 

○子育て・健康推進課長（安田祐一君）  甲斐議員

の再々質問にお答えします。 

 広域医療圏のワーキンググループ会議において、

子ども医療について、各現状認識と各自治体の情報

共有を図ったところでございます。 

 それと、中津市民病院の小児救急センターの部分

につきましては、現状がよくなったということでご

ざいますけども、通常の体制になったというふうに

お聞きし、医師の先生方も休みがとれるというふう

になったということでお聞きしております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  通常の勤務体制に戻って、

休みもとれるようになった。疲弊が相当解決してい

るということを聞かれたと思うんです。ですので、

これまでは。 

○議長（安達 隆君）  甲斐議員に申し上げます。

申し合わせの発言回数に達しましたので、次の項目

に移ってください。お願いします。 

○４番（甲斐明美君）  そういうふうに思いますの

で、今後ともよろしくお願いします。 

 次の放課後児童クラブの充実について再質問いた

します。 

 資料要求で、登録児童数と支援員の数を出してい

ただきました。高田小学校が登録児童数121人に対し

て、常時いてくれる支援員が６人、桂陽小学校、登

録児童数が50人に対して、常時いてくれる支援員が

４人ということです。 

 ほかのところは児童が20人台から40人台で、常時

支援員は２、３人でした。 

 昨年の子ども・子育て支援法や、関係する運営基

準の見直しにより、支援員の常勤化も盛り込まれて

います。 

 常勤職員として雇用した場合、１施設につき283

万円を支援員給与として加算されることになりまし

た。支援員の常勤体制ができれば。 

○議長（安達 隆君）  甲斐議員に申し上げます。

最初の質問をしていないので、再質問には当たりま

せん。最初の質問をしてください。 

○４番（甲斐明美君）  大変失礼しました。ちょっ

と勘違いしておりました。 

 放課後児童クラブの充実について。 
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 １、子ども一人一人の発達を促せるよう、支援員

の増員を。 

 ２、支援員の処遇について質問いたします。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  子育て・健康推進課長、安

田祐一君。 

○子育て・健康推進課長（安田祐一君）  甲斐議員

の放課後児童クラブの充実についてのご質問にお答

えします。 

 まず、支援員の配置についてでございますが、平

成27年度より施行されました放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準に定める条例に基づ

き、支援の単位、概ね40人ごとに２人以上の配置を

することとなっています。 

 現在の各クラブの支援員の人数、常時配置人員に

つきましては、提出資料のとおりでございまして、

基準に基づき配置している状況でございます。 

 また、児童数の増加に伴い、今年度より新たに整

備された施設において運営を行っている高田小学校

のひまわり児童クラブにつきましては、支援の単位

を２つに分割するとともに、支援員についても、支

援の単位ごとに１名ずつ増員配置を行うなどして、

充実した運営に取り組んでいるところでございます。 

 次に、支援員の処遇についてでございますが、運

営主体である社会福祉法人や、保護者会において運

営規模や配置人員などによりそれぞれ決められてお

りまして、状況につきましては、提出資料のとおり

でございます。 

 なお、処遇改善に当たっては、運営主体と協議を

しながら、昨年度及び今年度と運営に係る補助基準

額の見直しに伴い、時給の増額や交通費の支給など

改善に努めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  先程再質問をやりかけまし

たので、二重になりますので、その部分を割愛して

いきたいと思います。 

 昨年の子ども・子育て支援法や関係する運営基準

の見直しにより、支援員の常勤化も盛り込まれてい

ます。常勤職員として雇用した場合、１施設につき、

283万円を支援員給与として加算することになりまし

た。 

 支援員の常勤体制ができれば、子供たちがいない

時間帯は、支援員の研修や保育環境整備など、保育

内容の充実のための検討準備などができ、より充実

した保育につながると思います。 

 また、発達障がい児、または診断されていないが

グレーゾーンの子どもたちも６パーセントいると言

われています。放課後の子どもたちを安全に健全育

成を目指すためにも、常勤支援員を取り入れてはい

かがでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  子育て・健康推進課長、安

田祐一君。 

○子育て・健康推進課長（安田祐一君）  甲斐議員

の再質問にお答えいたします。 

 常勤支援員の配置についてでございますけれども、

現在、放課後児童クラブの運営委託に係る補助基準

につきましては、国の子ども・子育て支援交付金の

放課後児童健全育成事業及び大分県放課後児童健全

育成事業の実施要綱を基準として実施いたしており

ます。 

 常勤配置に係る、先程言われておった加算につき

ましては、県の大分県放課後児童健全育成事業等の

実施要綱では規定がなされておりません。また、現

在、県内でそのような配置をし、運営しているとこ

ろもございませんので、常勤配置については考えて

おりません。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  それでは、２番の支援員の

処遇について再質問をします。 

 資料要求で出しましたが、実態として、時給730

円から900円でした。10月１日より最低賃金は大分県

は715円ですので、ぎりぎりの人もいます。 

 日本共産党は、今すぐ時給1,000円を目指していま

す。通勤手当が出ているところが２カ所、主任手当

のあるところ３カ所などでした。ほとんどが保護者

会が運営していると思いますが、できれば他のとこ

ろにも知らせ、よいところを取り入れるよう指導し

ていただけないでしょうか。通勤手当など、出てい

ないところは考えていただくことなどお願いします。

ぜひ処遇の改善を求めたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○議長（安達 隆君）  子育て・健康推進課長、安

田祐一君。 

○子育て・健康推進課長（安田祐一君）  甲斐議員

の再々質問にお答えいたします。 

 放課後児童クラブの運営につきましては、国の交

付金、県の補助金を活用して実施しているところで

ございます。昨年度及び今年度と運営委託に係る補

助基準額の見直しに伴い、改定内容を踏まえ、代表
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者会議や運営主体とも協議において施設整備の充実

や支援員の増員、人件費の改善といった各児童クラ

ブの運営規模と実情に合った見直しが図られており

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  これからも代表者会議等で

お話をしていただけますようお願いいたします。 

 次は、４番、飲用水についてです。 

 １、ことしの夏は暑く、40日以上も雨が降らず、

担当課の方たちも市営水道の給水に関しては、苦慮

したのではないかと思います。最近は異常気象が続

いており、本市の水道にはこれまでほとんど問題は

なかったのですが、市民から他市での水不足のこと

もあり、水が足りるのか不安だという声を聞きまし

た。 

 そこで、現在の市営水道の普及率と、今後の水道

の整備計画についてお聞きしたいと思います。 

 ２番、今回の日照りで、水の大切さを考えるとと

もに、市民の飲む水は安全かどうか考えさせられま

した。市営の水道の水質検査はどうでしょうか。お

願いします。 

○議長（安達 隆君）  上下水道課長、大力雅昭君。 

○上下水道課長（大力雅昭君）  飲用水についての

ご質問にお答えいたします。 

 まず市営水道の普及率と、今後の水道整備計画に

ついてのご質問ですが、現在、市が管理をしていま

す水道は、市内中心部の上水道と、田染、真玉、香々

地地区の５つの簡易水道がございます。 

 この６水道合わせた平成27年度末の給水人口は１

万2,918人で、同年度末の行政区域内人口が２万3,2

70人ですので、水道普及率は市全体で55.5パーセン

トとなっております。 

 また、水道の整備計画につきましては、現在、第1

0次水道事業拡張計画を策定しておりますが、この計

画では、干ばつ等災害による水不足に備えるための

水源の確保を柱とした新たな取水井の増設を中心に

計画をしているところでございます。 

 次に、飲用水の水質検査についてのご質問にお答

えいたします。 

 市が管理する水道につきましては、水道法第４条

に水質基準として規定されており、その具体的検査

基準につきましては、水質基準に関する省令で定め

られております。 

 この水質基準につきましては、お配りしています

資料にお示ししているとおりで、51項目の検査基準

が定められておりますが、本市ではこの基準に基づ

き、決められた期間内で定期的に検査を行っている

ところでございます。 

 なお、水道法では、毎年度水道事業者の水質検査

計画の策定が義務づけられております。本市では、

この計画を毎年４月より、市政情報コーナーで閲覧

ができますので、ぜひごらんいただければと思いま

す。 

 水道水の供給は、市民生活を送る上で、最も重要

なライフラインであります。今後も引き続き、安全、

安心で安定した水の供給に努力してまいりますので、

皆様方のご協力をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  １について、再質問をしま

す。 

 現在、１カ所ボーリングをしているということで

したが、その場所と水質を教えてください。 

 水不足の時に、水の確保はできそうでしょうか。

また、今後もボーリングを掘る予定はあるのでしょ

うか。 

○議長（安達 隆君）  上下水道課長、大力雅昭君。 

○上下水道課長（大力雅昭君）  甲斐議員の再質問

にお答えをいたします。 

 先程、１カ所のボーリングの掘削をしているとい

うご質問でありましたけども、現在、雷のほうで、

１カ所の新しいボーリングの掘削を実施をしており

ます。 

 なお、このボーリングにつきましては、先程申し

ました第10次水道拡張計画の中に反映をしていこう

ということで、災害等の急な水不足に対応する水源

の確保ができるものと確信をしております。 

 なお、水質につきましては、現在、水質の調査を

出しているところでございますので、もうしばらく

水質が判明するのはかかるかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  ②、２番の再質問をします。 

 市営水道ですと、水質検査をして、必要ならば消

毒などしていると思いますが、各家庭でボーリング

で地下水をくみ上げて使っている井戸水については、

同じ市民なのに、水の安全にほとんど関心を持って

いません。 

 しかし、今回、市民から井戸水の水質について心
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配だという声が上がりました。日田市に尋ねたとこ

ろ、水の検査料が、約5,000円のところ、2,050円で

水質検査ができるということです。補助が約3,000

円あることになります。杵築市も補助があるようで

す。 

 本市でも、水道設備のない地区で、井戸水を使っ

ている家庭に対して、水質検査を補助してほしいと

思います。安ければ、水質検査もしやすいと思いま

す。検査をして、生水のままでは飲み水に適さない

ならば、煮沸したり、よい水を買うなど、対処して

いかなければなりませんし、異常がなければ安心で

す。ぜひ、水質検査の補助を考えてもらいたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  環境課長、後藤史明君。 

○環境課長（後藤史明君）  飲用水についての再質

問にお答えいたします。 

 飲用井戸等の衛生確保は、原則として設置者で管

理することとなっておりますから、水質検査手数料

に対する市からの補助については現在のところ考え

ていません。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  井戸水を飲んでいる人も、

同じ市民ですので、できましたら今後検討していた

だきたいと思います。 

 それでは、５、熊本大分地震について、質問しま

す。 

 １、約５カ月前の４月14日からの熊本大分地震で

は、多くの人々や家屋、道路などが被災しました。

最近でも、９月７日深夜に震度４、９月８日には震

度３の地震があり、まだ終息していません。震度７

に２回も襲われた被災地では、平和の日々から一転

して、想像していないことが起きました。 

 しかし、今回の地震による対応を反省することで、

今後の私たちの道しるべとなるようにしていかなけ

ればなりません。本市でも、いつ思いもよらぬ災害

に遭うかもわかりません。今回の地震の教訓を活か

して、よりよい防災計画に見直してもらいたいと思

いますが、どう考えていますか。お願いいたします。 

 済みません。また同じことをしてしまいました。

２番、避難訓練については、市はふだんより消防関

係、防災士などと住民を集めて順次行っていますが、

元気な人が集まっているようです。実際には元気で

歩ける人ばかりでなく、押し車を使う人やうまく動

けない人もいます。 

 また、夜間にも災害が起こることがありますので、

そのときのマニュアルも地域ごとに考えて周知させ、

障がいを持つ人や、老人、子どもまでみんなの命を

守るための避難訓練を行う必要があるのではないで

しょうか。よろしくお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  総務課長、佐藤之則君。 

○総務課長（佐藤之則君）  熊本地震の教訓を活か

した防災計画について、お答えいたします。 

 地域防災計画は、本市の防災対策の基本となる計

画でありまして、市民の生命、身体及び財産を災害

から保護するとともに、被害を最小限にとどめるこ

とを目的に、風水害や地震、津波、原子力災害等の

対策を定めているものでございます。 

 この地域防災計画につきましては、東日本大震災

以降、大分県が実施した津波浸水予測調査結果を盛

り込み、平成27年３月に見直しを行っております。 

 なお、今回の熊本地震の対応に関しまして、大分

県が現在検証作業を行っております。その結果を踏

まえまして、必要な見直しも行ってまいりたいと考

えております。 

 次に、障がい者や高齢者まで、全ての方の命を守

るための避難訓練についてお答えいたします。 

 まず、障がい者や高齢者など、災害時において支

援が必要な方は、同意をいただいた上で災害時要援

護者避難支援台帳を作成し、緊急時の連絡先、協力

員の情報、かかりつけの医療機関などに関する情報

を把握しております。 

 また、本市では、自助、共助による地域防災力向

上のため、自治会単位での防災訓練や、小学校区単

位での総合防災訓練を実施しておりまして、多くの

皆様にご参加いただいておりますが、訓練の一つと

して、災害図上訓練を必ず実施しております。 

 地域の皆さんでお住まいの地域の危険箇所、災害

が起きた際の避難経路や避難場所を地図に落とし込

みながら、支援の必要な方の世帯の確認も行ってお

るところでございます。 

 さらに、総合防災訓練では、避難する距離も長く

なりますが、自治委員にお声がけをいただき、支援

が必要な方も、無理のない範囲で訓練に参加してい

ただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  １について、再質問をしま

す。 

 本市の担当課も大分県も含めて、災害のたびに順
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次考えられているようです。ある学者によると、今

回の熊本地震は活断層があり、ほぼ想定内であった

などと言われていましたが、地震の現場では目に見

えないところで急に起こったり、断続的に続いたり

していきます。 

 阪神淡路大震災に匹敵する揺れに２度も襲われた

熊本地震も、常識を覆ました。最初の大きな揺れの

２日後に、さらに大きな揺れが起きたことは、これ

までの想定では考えられませんでした。一度目の地

震が強かったので、もう大きな地震は来ないと思い、

自宅に戻った方々は、二度目の本震で家屋が崩れ落

ち、押しつぶされ、亡くなった方も多かったようで

す。 

 熊本では、何らかの理由で避難所に入れず、また

は入らず、車中泊が多く、体を動かさず過ごしてい

る人に、エコノミークラス症候群が45人も出ました。

亡くなった方もいました。 

 県内でも、竹田、日田、別府市、由布などで被害

が生じ、４月16日の本震の当日でも、5,720人が避難、

11人がけがというような事態になりました。その後

拡大しております。 

 私たち日本共産党も手分けして調査に入りました。

別府市では、私が以前住んでいたところも、壁に割

れ目がたくさん入り、道が陥没し、屋根瓦が剥がれ

たり落ちたり、壁は次々と壊れて無残に道端に集め

られていました。 

 特に避難所の問題も大きく、車椅子のまま座って

寝ている人。福祉避難所にたどり着けず不安そうな

人もいました。市外からのたくさんの人やＮＰＯボ

ランティアなどでいろんな援助があったのはうれし

いことでしたが、早期に対応しなければ、命さえも

守れない事態となります。 

 本市でも、このような地震が起きないとは言えま

せん。身近に起こった災害を受けとめ、高田に置き

かえて災害対策を考えてほしいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  総務課長、佐藤之則君。 

○総務課長（佐藤之則君）  甲斐議員の再質問につ

いてお答えをいたします。 

 先程申しましたとおり、防災計画にのっとった形

でやっていきたいと思っておりますが、議員のおっ

しゃるように、いつどきどういった災害が起こるか

わかりません。そのために想定できることをできる

限りたくさん考えた上で、対応をとっていきたいと

思っておりますが、基本的には、先程もありました

ように、地域防災計画にのっとった形で対応してま

いりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  ②の避難訓練についてです。 

 課長も先程お話されましたが、日本は地震だけで

なく、台風、洪水、津波等の水害とか、自然災害が

多い国です。市のほうもハザードマップなどを作成

し、注意喚起してくれています。やはり、昼でも夜

でも安全に避難しなければならないのは、一人一人

の市民、住民です。避難誘導マニュアルとあわせて、

弱者には手を引くなど、例えば誰がどこの老人を迎

えにいくかなど、きめ細かい避難訓練を今後取り入

れてほしいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  総務課長、佐藤之則君。 

○総務課長（佐藤之則君）  甲斐議員の再質問にお

答えします。 

 防災訓練、研修の関係でございますけれども、先

程もご答弁申し上げましたように、豊後高田市にお

きましては、小学校区単位の防災訓練を毎年数カ所、

それから地域自治会単位での防災訓練をそれぞれの

年で十数カ所ずつやってきております。 

 議員お住まいの小田原地区でも両方ともやってい

ただいております。大変どうもお世話になりました。 

 その中で、先程も申し上げましたけれども、災害

図上訓練というものをやってます。これは、それぞ

れの地域、地域でやる中で、どこまで深く入れるか。

深掘りできるかというのはもちろんあるんでありま

すが、こちら、講師のほうから申し上げていますの

は、その中で災害弱者についてもそのポイントを、

家を落としていただき、その時に、皆さんのお話の

中で、どこの方が手助けをするか、そしてどういう

ふうにその方を避難所まで連れていくかというよう

なところまでお話されているところもございます。 

 なかなか話が進まないところもありますけれども、

そういう機会を通じて、今後もきめ細かな対応をし

ていくようにお願いしてまいりたいと思っていると

ころであります。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  これで、私の一般質問を終

わります。 

○議長（安達 隆君）  一般質問を続けます。５番、

井ノ口憲治君の発言を許します。 

 ５番、井ノ口憲治君。 



９月 14 日 

 - 31 - 

 

○５番（井ノ口憲治君）  議席番号５番の井ノ口憲

治でございます。４月の熊本大分地震に続き、８月

には台風10号により岩手県、北海道に大変な被害が

もたらされました。被災された方々、亡くなられた

方々に心よりお悔やみ、お見舞いを申し上げます。 

 そんな大変心の沈んだ毎日でございましたが、時

を同じくして、ことしはリオデジャネイロオリンピッ

クが開催をされ、日本選手団のすばらしい活躍で、

多くのメダルを獲得をいたしました。本当に心躍る

毎日でございました。 

 私は、このオリンピックを見ていて、メダルを獲

得した選手はもとより、選手の皆さんは、はっきり

とした目標を定め、毎日の厳しい練習に汗を流し、

技を磨き、体を鍛え、非常な精神的なプレッシャー

の中で毎日取り組んでいるという選手の話を聞き、

栄光の裏には並々ならぬ努力と苦労があったんだな

と、改めてただただ感心をするばかりでございまし

た。 

 そんな選手の皆さんの声を聞き、目標をしっかり

定め、一生懸命取り組めば、必ずや結果はついてく

ると、自分自身も前向きな気持ちにさせられたとこ

ろでございます。 

 今やっと地方創生の機運が高まり、各地方しのぎ

を削っているところでございます。市長始め執行部

の皆様方は、精力的にお取り組みをしていただいて

いますが、英知を結集し、市民一丸となってこの豊

後高田市、国東半島をさらに再生をしていく。今ま

さに今しかない地方再生だという、さらなる取り組

みの必要性を感じたところでございます。 

 そこで、一つ目の質問の４月14日に起きた熊本大

分地震以降の来訪者について、３点にわたり質問を

いたします。 

 １点目は、熊本大分地震の影響により、観光客が

激減し、まちづくり会社が九州ふっこう割を使った

取り組みを精力的にしてくれているが、どのような

状況になっているのか。 

 ２点目は、どのような対策や対応をしてきたのか。 

 ３点目は、訪日客、インバウンドの誘客について、

県や他市では積極的に海外のプロモーション、誘客

活動を行っているが、本市の状況はどのようになっ

ているのか、お聞きをいたします。 

○議長（安達 隆君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  私からは、震災以降の誘客

促進についてのご質問にお答えをいたします。 

 ご案内のとおり、４月に発生しました熊本地震は、

国内最大級の震度７を観測するなど、熊本、大分県

はもちろんのこと、九州各県の観光産業にとって、

非常に大きな打撃となりました。 

 本市は、直接的な被害はなかったものの、風評被

害によりまして、各種ツアーのキャンセル、そして

また、修学旅行生を受け入れておりました民泊の上

半期全てのキャンセルなど、非常に４月から６月に

かけては、大変大きな影響を受けました。 

 そのような中、市といたしましては、一刻も早く

風評被害を払拭し、一人でも多くの観光客の皆さん

にこの豊後高田にお越しくださるよう、そしてまた

本市の元気な状況を情報発信に努めてまいりました。 

 震災直後の４月下旬には、本市とご縁もあります

福岡市の高島市長さんからのお声がけもいただきま

して、福岡市中心部で開催されました大分熊本両県

の緊急ＰＲイベントに私も参加をさせていただきま

したし、その後、７月までの間、福岡、大分、大阪

と、それからまた大都市を中心に、県や他市町村と

一体となって、緊急の観光ＰＲを続けてきたところ

でございます。 

 加えまして、国の支援策であります九州ふっこう

割につきましても、旅行業の免許を持っております

私どものまちづくり会社、この利点を活かすべく、

考えられる最大限のツアーを企画し、申請をしたと

ころでございます。 

 先日の諸般の報告の中でも申し上げましたとおり、

７月から９月までの期間を対象とした旅行商品に係

る交付金を活用しまして、福岡、大分発着の日帰り

バスツアーや、恋叶ロードを柱としたレンタカー周

遊プランを企画募集いたしましたところ、大変な好

評でございまして、これまでに652名の方にお申し込

みいただきました。既に完売状況でございます。 

 さらに、市内市外への宿泊促進を目的とした受注

型の企画旅行につきましても、現在427名の方にもお

申し込みをいただいているところでございます。 

 また、新聞等で報道がありましたとおりに、第２

弾の九州ふっこう割を活用した10月以降の春の旅行

商品を現在企画させているところでありまして、引

き続きまちづくり会社の旅行業を活かした魅力ある

旅行商品によりまして、本市観光への誘客促進を図っ

てまいろうと思っております。 

 なお、修学旅行生受け入れの農家民泊、上半期に

おいては全てキャンセルになりましたけれども、上

半期に回ったようでございまして、随分持ち直しを

したようでございます。その他、昭和の町の15周年
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記念の大規模イベントを３連休となる今週末の17、1

8の２日間開催すると。 

 また、秋の行楽シーズンに弾みをつけるとともに、

六郷満山開山1,300年誘客キャンペーンの一環といた

しまして、11月から12月には国東市と連携した六郷

満山寺院のライトアップイベントや、鬼サミットな

どのイベントを開催するなど、特色のある誘客促進

事業によりまして、観光振興を図ってまいります。 

 その他の質問につきましては、担当課長に答弁さ

せるので、よろしくお願いいたします。 

 済みません。今、10月以降の秋の旅行というのを、

春と言ったそうでございまして、それと同時に、ま

た農泊の話の中で、上半期分のキャンセル部分は、

下半期に回ったといったつもりでありましたが、上

半期と言ったという話でございまして、今、上半期、

キャンセルされた分が、下半期に来ているというこ

との中で、随分改善もされていると、そういうこと

で、以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  商工観光課長、河野真一君。 

○商工観光課長（河野真一君）  震災以降の来訪者

についてのご質問の内、インバウンド対策について、

お答えいたします。 

 インバウンド対策につきましては、大分県及びツー

リズムおおいたが主催する現地商談会やアジア諸国

をターゲットとした県内商談会の参加、そして国内

に営業拠点を持つ旅行社への営業活動等によりまし

て、現在、訪日外国人の誘致を積極的に行っている

ところでございます。 

 具体的に申し上げますと、ツーリズムおおいたと

の連携では、５月に韓国から、８月には香港から人

気のあるブロガーを招聘しまして、本市の観光の魅

力を情報発信したところでございます。 

 また、先月の30日には、県主催による韓国ソウル

での現地商談会に、まちづくり会社が参加し、16社、

延べ20人の旅行会社及びメディア関係者に対しまし

て、本市の観光ＰＲを行ったところでございます。 

 クールジャパンアワード2015を受賞しました昭和

の町や、開山1,300年を迎える六郷満山、日本のリア

ルな生活文化体験ができる農家民泊等の魅力をＰＲ

したところ、数社から今後の旅行造成に向けた具体

的な案件をいただくなど、非常に手応えを感じたと

ころでございます。 

 また、今月21日から23日にかけて開催されます、

世界最大級のインバウンド商談会でありますビジッ

トジャパントラベルマートに観光まちづくり会社が

農林水産省のインバウンドグリーンツーリズムプロ

モーション事業の一環で全国から選ばれました５地

域の一つとして参加する予定でありまして、世界各

国から集まる旅行会社及びメディア関係者に対しま

して、誘客活動を行うこととしております。 

 なお、この商談会には豊の国千年ロマン観光圏と

六郷満山誘客キャンペーン実行委員会とも連携して、

プロモーションを行うこととしております。 

 さらに、国東市と連携いたしましたインバウンド

対策の調査事業や誘客プロモーション事業を展開す

るとともに、大分県及びツーリズムおおいたと連携

したＰＲ活動、インターネットを活用した積極的な

情報発信等によりまして、さらなる訪日外国人の誘

客を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ５番、井ノ口憲治君。 

○５番（井ノ口憲治君）  ３点にわたりご回答いた

だきましたが、あわせて２つ再質問をいたします。 

 グリーンツーリズムは、上半期の予約が全てキャ

ンセルになったとのことですが、下半期の予約状況

はどのようになっているのか、お尋ねをいたします。 

○議長（安達 隆君）  商工観光課長、河野真一君。 

○商工観光課長（河野真一君）  井ノ口議員の再質

問にお答えいたします。 

 グリーンツーリズムの上半期の予約のキャンセル

が、下半期にどうなっているかということですが、

先程市長からの答弁の中に、かなり盛り返してある

というふうにご答弁を申し上げましたが、具体的に

申し上げますと、９月６日現在、北九州市の中学校

の修学旅行を中心といたしまして、1,660名の予約が

入っている状況でございます。 

○議長（安達 隆君）  ５番、井ノ口憲治君。 

○５番（井ノ口憲治君）  大変精力的なお取り組み、

ありがとうございます。 

 再質問でございますが、第２期ふっこう割の具体

的な豊後高田市の取り組みについてお尋ねをいたし

ます。 

○議長（安達 隆君）  商工観光課長、河野真一君。 

○商工観光課長（河野真一君）  それでは、第２期

のふっこう割の内容につきましてお答えいたしたい

と思います。 

 第２期のふっこう割についてでございますが、ま

ず第１期と第２期との大きな違いですが、それは割

引率が違うということでありまして、第１期では、

最大７割引きというふうになっていたものが、第２
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期では最大５割引きというふうに割引率が縮小され

ております。 

 現在、まちづくり会社のほうで、旅行商品の最終

調整をしておりますが、福岡発着の昭和の町や、六

郷満山をめぐる日帰りバスツアーから、１泊２日の

受注型の旅行商品など、幅広い商品を現在企画調整

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ５番、井ノ口憲治君。 

○５番（井ノ口憲治君）  ２つ目の質問の環境美化

についてのお尋ねをいたします。 

 小学生、中学生、それから各地区の健全育成、そ

れから各種団体、一般の方等大変ごみ拾いをしてい

ただいております。大変頭の下がる思いでございま

すが、ことしの夏の８月の22日には、臼野小の全校

児童11名と真玉小の児童１名、そして臼野に帰省中

の児童１名、計13名と地域の有志の方、それから保

護者の方で、非常に酷暑の中を、臼野から豊後高田

市役所玄関前までのごみ拾いをしてくれました。 

 私も、時間がとれましたので、ホテル清照付近か

ら市役所までしかごみ拾いをできませんでしたが、

その間、ごみ拾いをしてみますと、余り道路にごみ

がないように見えましても、道路の側溝といいます

か、側溝付近の吹きだまったところに、砂の中にた

ばこの吸い殻が埋もれていたり、ずっと前からのた

ばこの吸い殻、余り目立ちませんが、ああ、随分あ

るなというように思いました。 

 このようなたばこの吸い殻というのは、子どもの

しわざでなくて、大人の皆さんが捨てたたばこの吸

い殻で、大人の仕事でございますから、子どもたち

が一生懸命拾ってくれるのはありがたいことであり

ますし、意識のある人がごみ拾いをしてくれるのも

ありがたいことであります。 

 しかしながら、ごみをたばこを吸った大人の人が

捨てるというのは、いささかどうかなというように

も思っております。そして、ごみ拾いをしましてか

ら、昭和の町の中を歩きまして、その時に、商店街

の方々が、子どもたちに、「暑かったでしょうね、

ご苦労さん」と言って、お接待をしてくれました。

大変その時、お接待をしていただいた商店街の商店

の皆さんには、心からお礼を申し上げます。 

 そして、子どもたちは、そのお接待をいただいて、

非常に喜んでおりましたし、疲れも吹っ飛んだよう

でございました。そしてバスで臼野のほうに帰りま

した。 

 このような子どもたちの取り組みに応えるために

も、さらにアイデアを活かした積極的な啓発や取り

組みが必要だと思いますが、見解をお聞きをしたい

と思います。 

○議長（安達 隆君）  環境課長、後藤史明君。 

○環境課長（後藤史明君）  環境美化についてのご

質問にお答えいたします。 

 市内の環境美化活動につきましては、ごみゼロ健

康スタンプラリーや、市内一斉清掃などの取り組み

に、多くの市民の皆さんにご協力をいただいている

ところでございます。 

 また、ごみゼロＧメンの皆さんや、自主的にごみ

拾い等に取り組まれている意識の高い方や企業団体

も多数あり、非常に感謝をいたしているところでご

ざいます。 

 しかしながら、その一方で、ポイ捨てをするマナー

の悪い方もいることから、議員ご指摘のとおり、た

ばこの吸い殻が捨てられている現状もあると認識し

ております。 

 この問題は、対象者が不特定多数であることと、

個人のモラルにかかわることから、広く啓発をして

いく必要がありますので、たばこの吸い殻を始めと

したポイ捨ての多い場所を特定して、ステッカーや

看板の掲示を行い、効果的な啓発を行ってまいりた

いと考えています。 

 また、中央公園周辺や桂川沿い等のごみゼロ推進

重点区域で、毎月実施していますごみゼロＧメンパ

トロールの際や、市内で開催するイベントの機会を

通じて、喫煙者に対し携帯灰皿を渡すことで、ポイ

捨て防止を呼びかける取り組みも行ってまいりたい

と考えています。 

 いずれにいたしましても、美しいまちづくりを実

現するには、環境美化に対する意識をいかに高めて

いくかが大切でありますので、今後につきましても、

環境美化に対する意識啓発を継続して行い、行政、

市民、事業者が協働して、清潔で快適な生活環境を

実現するよう努めてまいりたいと考えています。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ５番、井ノ口憲治君。 

○５番（井ノ口憲治君）  大変すばらしいアイデア

も披露していただきまして、すばらしいなと思いま

したが、歩く人には、どのぐらい歩いたかという、

あれをあげていますね。何キロウオーキングしまし

たと。そういうようなのもうがった取り組みをして

いますから、私今聞いていまして、携帯灰皿を、ど
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うぞこれを使ってくださいといって、たばこを吸う

人にはお配りをするのもいいんではないかなという

ように思っております。 

 たばこを捨てる、ポイ捨てをする人が不特定多数

でございますので、そういう吸う人にあげるという

と、特定をされるというのが１点と、それからマナー

が悪いのは、マナーが悪いと思います。しかしなが

ら、私が見ていますと、たばこを吸ったらポイっと

捨てる、たばこを吸ったらポイっと捨てるという、

悪意ではなくて、習慣化になっておるように見られ

ます。 

 ですから、わざとたばこを吸って、ポイっと悪意

で捨てるという取り方でなくて、長年この人は今ま

でたばこを吸ったから、特に田舎ですと、田んぼや

ら道路の端やら田んぼに捨てますから、仕事してい

るときなんかぽっと捨てるとかいったようなことも

ありますので、悪意ではなく、長い間の習慣でそう

なっているというように理解をして、たばこの吸い

殻はやめましょうといったような啓発と同時に、そ

ういう歩行計というんですか、のような携帯の吸い

殻入れを渡したらいいなと、私も昨夜晩酌をしなが

ら、どんなアイデアがあるかなといって考えていま

したら、そういうような知恵も浮かんできたところ

でございます。 

 それから、啓発の意味でございますが、私がその

時に一緒に考えついたのは、たばこの吸い殻のポイ

捨てをやめましょうといった、ごみや空き缶を捨て

るというのは、子どもも捨てる人もあろうし、たば

こを吸っていない人も、一般の人も捨てることが多

いが、たばこの吸い殻を捨てましょうといったよう

な、月間をつくったり標語をつくったり、焦点を絞っ

た取り組みも効果的かなと思いました。「たばこの

吸い殻のポイ捨てをやめて、きれいなまちに」とい

うような標語を考えつきました。 

 それからもう一つは、「あなたのその吸い殻は」。

それから３つ目は、「あなたが捨てた吸い殻は、誰

かが拾ってくれていますよ」といったような３つの

標語を夕べ考えつきましたので、いい知恵を出して

いただきまして、そういう啓発になって、たばこの

ポイ捨てをするなというんじゃなくて、習慣的なた

ばこのポイ捨てをみんなで気を付けてやっていきま

しょうというような啓発をしていただけるとありが

たいなと思っております。 

 そういう皆さん方の総意の下に、活力がある、そ

して美しい豊後高田市になるよう、ともに努力する

ことをお約束をいたしまして、質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（安達 隆君）  一般質問を続けます。12番、

河野徳久君の発言を許します。 

 12番、河野徳久君。 

○12番（河野徳久君）  皆さんおはようございます。

12番、豊翔会の河野徳久です。質問前に、８月30日

に東北地方や北海道に上陸しました台風10号の豪雨

で亡くなられました方々に哀悼の意を表します。ま

た、被害に遭われました人々にお見舞いを申し上げ

ます。 

 まず１点目に、地方創生についてであります。 

 ７月13日と14日に、井ノ口社会文教委員長の下、

研修を実施いたしました。 

 内容は、３カ所の内、２カ所で福祉のソフト事業

についてでありました。一例を挙げますと、今マス

コミで大変騒がれております引きこもりの人たちを

どうして社会の中に引き出すかという事業でありま

した。 

 豊後高田市においても、研究し、実施していただ

きたい内容のある事業でした。研修の最後に質疑応

答があり、説明者の方より、地方創生交付金は、事

業ごとにヒアリング、審査を受けた後に交付される

ため、申請に費やす労力は大変で、特に上乗せ交付

金を申請しない。申請しても審査で落とされ、交付

に至らない自治体もあったとお聞きいたしました。 

 本市は自主財源14パーセントほどです。10分の10

の地方交付金は、豊後高田市をより活性化させる重

要な資金となります。常日ごろから予算獲得に奔走

している永松市政は、地方創生交付金に係る事業申

請にどのように取り組み、国よりの交付を受けられ

ましたか。また、今後の取り組みについてお尋ねを

いたします。 

○議長（安達 隆君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  私からは、地方創生交付金

についてのご質問にお答えをいたします。 

 国は人口減少問題の克服と地域活性化に総力を挙

げて取り組むことを目指しまして、平成26年12月に

まち・ひと・しごと創生法を制定いたしました。こ

れによりまして、全国の地方自治体は、平成27年度

中に、地方版総合戦略の策定に努めることになり、

本市では昨年の10月に議員各位のご協力をいただき、

豊後高田市まち・ひと・しごと全力創生プランを作

成してきたところでございます。 

 また、地方の取り組みを支援するため、国におき
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まして、さまざまな交付金が創設されております。

交付金の種類によっては、要件、審査とも非常に厳

しく、事業採択は狭き門でございましたが、本交付

金を最大限に活用し、本市の地方創生を実現するた

め、市を挙げて採択に向けた取り組みを進めてまい

りました。 

 その結果、大変多くの事業が採択されましたが、

これらの事業につきましては、外部有識者から成果

が出ていると評価をいただいております。 

 また、他の施策の効果も相まって、人口の社会動

態におきましても、平成26年度が83人、平成27年度

は53人、平成28年度も８月末現在で62人の社会増を

実現するなど、非常に大きな効果を上げることがで

きたと思っております。 

 現在、国におきましては、ハード整備を対象とし

た新たな交付金が創設される見込みであるとお聞き

しております。本市の地方創生の実現に向けては、

未来への投資は必要不可欠であると考えております

ので、今後におきましても、これまでの流れを維持、

加速させるためにも、市の英知を結集いたしまして、

夢のある新たな施策に全力で挑戦してまいりたいと

思っております。 

 詳細につきましては、担当課長に答弁させますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  企画情報課長、藤重深雪君。 

○企画情報課長（藤重深雪君）  地方創生交付金の

実績と今後の予定についてお答えをいたします。 

 これまで国において地方創生関連事業として創設

された交付金は、事業実施期間が単年度で申請事業

額の10分の10が交付されます地域消費喚起型生活支

援型交付金と、地方創生先行型交付金、そして地方

創生加速化交付金の３種類でございます。 

 これまでの交付実績といたしましては、地方消費

喚起型生活支援型交付金が３事業、5,526万4,000円、

地方創生先行型交付金が21事業、7,326万2,200円で

ございます。地方創生加速化交付金につきましては

５事業、7,861万8,000円の交付決定を受けておりま

して、現在、鋭意取り組みを行っているところでご

ざいます。 

 本年度におきましても、新たに内閣総理大臣の認

定を受けた３年から５年間、計画期間とします地域

再生計画に位置づけた事業に対しまして交付されま

す地方創生推進交付金が創設されております。 

 本交付金は、これまでと異なり、補助率は２分の

１でございますが、地域再生計画期間の複数年にお

いて申請することが可能となっております。 

 本交付金につきましても、年度当初より検討を重

ねてまいりまして、６月に２事業申請し、2,176万2,

000円の交付決定を受けております。 

 これによりまして、地方創生交付金としてこれま

で31事業、２億2,890万6,200円の採択を受けたこと

になります。 

 また、地方創生推進交付金は、本年度、すでに２

事業採択いただいておりますが、今後第２回の申請

受付が行われますので、さらに追加申請すべく、現

在作業を進めているところでございます。 

 これまでの地方創生交付金は、ソフト事業が中心

でございましたが、今年度、国の第２次補正予算で、

ハード整備の支援策として、予算額900億円、補助率

２分の１の地方創生拠点整備交付金が新たに創設さ

れる見込みでございます。 

 本市のような過疎地域において、地域を活性化さ

せるためには、ソフト事業のみならず、ハード整備

も大変重要になってまいりますことから、本交付金

の活用につきましても、積極的に検討を進めてまい

りたいと考えております。 

○議長（安達 隆君）  12番、河野徳久君。 

○12番（河野徳久君）  １点目の再質問をいたしま

す。 

 答弁をお聞きし、豊後高田市がたくさんの事業を

申請し、予算を獲得されたことがよくわかりました。

大分県内の他市と比べて、人口や予算規模が異なる

ため、単純に数字での比較は無理だと思いますが、

交付された金額や認められた事業について、申請に

かかわった職員の皆様は、どのように感じ、どのよ

うな評価をしておりますか、お聞きいたします。 

○議長（安達 隆君）  企画情報課長、藤重深雪君。 

○企画情報課長（藤重深雪君）  再質問の県内市町

村との比較についてお答えをいたします。 

 先駆的な取り組みなど、他自治体の参考となる事

業として、国のヒアリング、審査など、審査を経て

交付される交付金には、地方創生先行型上乗せ交付

金タイプⅠと、地方創生加速化交付金、そして地方

創生推進交付金がございます。 

 この合計額が県下18市町村の内、事業数、採択額

ともに本市が最も多い状況でございました。県下平

均で約４事業、採択額で申しますと7,300円に対しま

して、本市は９事業、総額約１億2,000万円でござい

ます。 

 財源を確保すること、それがひいては市民の皆様



９月 14 日 

 - 36 - 

になると思い、日々職員は頑張っておりますので、

今回多くの事業が採択されましたことは、その思い

が報われたものと大変うれしく思っております。 

○議長（安達 隆君）  12番、河野徳久君。 

○12番（河野徳久君）  大分県の中でもトップに値

する事業件数を申請されたということで、大変あり

がたく思います。市民の皆様ともども喜んでまいり

たいと考えております。 

 実は、私も先日、他市の知人から、豊後高田市は

大分県の補助事業や振興事業においても、他市を上

回る予算を獲得していると耳にしました。大変うれ

しく思いましたが、その人から、ひやかされている

のかなと思って、この件についてもお答えいただけ

るならお答えをいただきたいと思います。 

○議長（安達 隆君）  企画情報課長、藤重深雪君。 

○企画情報課長（藤重深雪君）  ご答弁申し上げま

す前に、先程私が県平均の採択額が7,300円と申し上

げましたが、7,300万円でございます。訂正させてい

ただきます。 

 再質問にお答えをいたします。議員ご案内のとお

り、地方創生交付金を始め社会資本整備総合交付金

など、国の交付金も多く申請しておりますが、大分

県の地域活力づくり地域創生事業などの補助金につ

きましても、多く、本市が事業申請して採択できて

いる状況でございます。 

○議長（安達 隆君）  12番、河野徳久君。 

○12番（河野徳久君）  ２点目の再質問をいたしま

す。 

 地方創生交付金について、これからも大いに研さ

んして取り組んでいただけるという答弁をいただき

ました。大変力強く感じております。 

 しかしながら、反面、一抹の不安もあります。行

革により、職員数は減少している今日、事業申請や

報告が増し、職員一人一人にかかる負担は多くなっ

たものと推察いたします。職員の健康面やワークラ

イフバランスが保たれているのか、気がかりに思い

ます。 

 それから、職員間の連携をより図り、効率化させ

るよう対応を行っていますか、お尋ねをいたします。 

○議長（安達 隆君）  企画情報課長、藤重深雪君。 

○企画情報課長（藤重深雪君）  議員の再質問にお

答えいたします。 

 実は議員のおっしゃるとおり、国のヒアリング対

応や複雑な事業申請、実績報告等によりまして、必

然的に業務量が増しまして、特定の課では残業がふ

えているのも事実でございます。 

 市長から、職員は市民の皆様のためにある、財源

が乏しい本市では、国県の補助金の活用を、最大限

活用するようにと、常々指示を受けております。 

 事業数はふやさず、国県の補助金も活用せずに、

市単独費で事業実施するのであれば、実際職員も楽

になります。しかしながら、地方創生という大きな

流れを追い風といたしまして、現在、市長を中心に

職員一丸となって市の発展のために気概と矜持を

持って、日々業務に取り組んでいるところでござい

ます。 

 その前提としまして、まず職員が心身ともに健康

であることも大変重要と思っております。職員の健

康管理につきましては、総務課からノー残業デーの

完全徹底、夏季特別休暇の完全取得、健康診断の受

診徹底など、組織を上げた取り組みの指示、啓発が

なされていると思っております。 

 今後におきましても、これまで以上に、ワークラ

イフバランスを大切にし、健康に留意するとともに、

政策の議論を重ねることによりまして、職員間のコ

ミュニケーションを図りまして、職務に邁進してま

いりたいというふうに考えております。 

○議長（安達 隆君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  私も一言。地方創生という

ことで、国がこういうふうにたくさんの予算をくれ

る時期というのは、そんなに長くないと思います。 

 そういう面で、国のほうがこういうふうにお金を

くれるという時に、できるものはもらってしてよ。

そこには大変苦労をかけると思いますけれども、今

後これはずっと続くわけではありませんので、ちょっ

と職員の健康を考えながらでもありますけれども、

やはり市民のために、この時期を失しないように、

できるだけたくさんの国の予算を取って市民のため

に尽くすと。これは我々市の職員の責務であると思

いますし、健康は充分に留意しながら、この何年間、

そう対して長くないと思います。頑張ってやってい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  12番、河野徳久君。 

○12番（河野徳久君）  課長、市長から力強い答弁

をいただきました。 

 私は、冒頭述べましたように、市の財源、自主財

源というより、税金は20億ちょっとです。市の予算

の150億の14パーセントほどの財源であります。やは

り少しは恥ずかしいか。そんなにもらいにいかんで
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いいのに、隣の市は思っているかもしれないし、し

かしながら、いただいてかえったお金は、市で活用

するわけですから、やはり市民のためになるもので

す。 

 どうか健康には充分気を付けながら、市民のため

により多くの予算をとるべく研さんをしていただき

たいと思っております。 

 それでは、２番目に、小中学校のエアコン使用に

ついてです。 

 本年、小中学校の普通教室に、県下では２番目に

エアコンが設置されました。全国的な猛暑の中で、

児童生徒が快適に勉強することができる空間をつく

ることができたのではと推察いたしております。 

 そこで、設置後の使用状況についてお聞きします。 

 ２点目は、冬場の暖房使用マニュアルについてで

す。今日まで灯油による暖房が多かったと思います。

過去には、保護者にも少なからず灯油購入の負担を

お願いしていたようですが、近年、全額市負担との

ことです。 

 暖房は、エアコンより灯油を使ったストーブのほ

うが効率がよいとのことですが、安心安全の面では、

エアコンのほうがはるかにすぐれていると思います。 

 暖房使用のマニュアルを作成するに当たり、どの

ように考えているのかをお聞きいたします。 

○議長（安達 隆君）  教育長、河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  小中学校のエアコン使用

に関する質問にお答えをいたします。 

 小中学校のエアコンにつきましては、国の学校施

設環境改善交付金を活用いたしまして、予定どおり

６月末日までに県内では日田市に続きまして、市内

全校の普通教室等に完備されたところであります。 

 教育委員会といたしましては、夏季における快適

な学習環境を確保し、エアコンを適切に使用する観

点から、７月１日の供用開始に先駆けまして、９月

末日までの使用を基本といたしまして、夏季版空調

設備運用マニュアルを策定し、校長会等を通じて、

周知徹底を図ってきたところであります。 

 供用開始以降、初期トラブルもなく、特にことし

の夏は異例の猛暑日が続きましたけれども、快適な

環境の下で学習ができましたこと、児童生徒を始め

保護者の皆様からも感謝の声をいただいておるとこ

ろであります。 

 使用実績につきましては、７月21日から夏季休業

に入りましたけれども、その夏季休業中の期間中も、

学びの21世紀塾、学力向上ステップアップ講座、そ

してサマースクールなどの際にも適切に活用させて

もらったところであります。 

 また、供用開始前ではありましたけれども、気温

が上昇した日につきましては、施工業者のご協力も

あり、学校の要請に対応いたしまして、完成検査が

終了した学校から順次、試運転の延長といった弾力

的な使用も行ったところでございます。 

 次に、冬場の各教室における暖房の取り扱いにつ

いてでございますけれども、これまでは主にストー

ブを活用しておりましたけれども、児童生徒数が多

い学校では、スペースの確保が困難なため、設置で

きないケースも多々ありました。 

 議員ご指摘のように、市内全校におきまして、冬

季における児童生徒の安全安心な学習環境の確保と

ともに、エアコンの効率性を最大限に活かす観点か

らも適切かつ有効に活用していくことが必要である

と考えておるところでございます。 

 このようなことから、現在、冬季版運用マニュア

ルを作成中でありますので、策定後につきましては、

速やかに校長会等を通じまして、周知徹底を図り、

エアコンの適切な運用に努めてまいりたいと考えて

おるところでございます。 

 以上であります。 

○議長（安達 隆君）  12番、河野徳久君。 

○12番（河野徳久君）  それでは、再質問をいたし

ます。 

 ７月より供用開始ができ、近年にない猛暑日が続

いた折に、快適な環境を提供できたことを、大変う

れしく思っております。事業に関係されました関係

者の皆さんに心から厚くお礼を申し上げ、②の質問

をいたします。 

 冬場に児童生徒の少ない学校では、ストーブを使

用していて、児童生徒の多い学校では使用できてい

ないということを今知ることができました。エアコ

ンが設置され、児童生徒の多い学校でも、スペース

確保の問題が解決されたものと思います。エアコン

の効率性を最大限に活かし、安心安全面から、ストー

ブによる暖房を打ち切り、エアコンを使用した暖房

のマニュアルづくりを行ってはどうかと考えます。 

 市内全ての学校で、分け隔てなく快適な教室の下

で勉学に励んでいただきたいと思います。どのよう

に考えていますか、お聞きをいたします。 

○議長（安達 隆君）  教育庁総務課長、安藤隆治

君。 

○教育庁総務課長兼地域総務一課長（安藤隆治君） 
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 それでは、河野議員の再質問にお答えをいたします。 

 議員ご指摘のように、各学校それぞれ児童生徒の

安全安心な学習環境を確保するという意味では、教

育委員会といたしましては、今回整備いたしました

エアコンを有効に活用してまいりたいというふうに

思っています。 

 そのために、先程教育長が申し上げましたとおり、

マニュアルに沿ったような冬季版のマニュアルを作

成中でございます。 

 なお、児童生徒につきましては、体温の調整をし

やすい重ね着といったウォームビズの推進などの省

エネの啓発にも努めてまいりたいというふうに思っ

ています。 

 ただし、教室以外の体育館であるとか、そういっ

たところの行事の際につきましても、これまでも教

室のストーブ等を兼用して使っておりましたので、

そういった部分については、安全性に充分注意しな

がら、適切に活用させていただきたいというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  12番、河野徳久君。 

○12番（河野徳久君）  教育問題の質問はこれで終

わり、３番目に固定資産税の評価についてです。 

 最近、一市民から数件、固定資産税の土地評価額

と公示価格を比較して、固定資産税評価額が高く感

じる。廃屋になる前に家を取り壊したら、土地にか

かる固定資産税が倍以上になった。解体せずにおけ

ばよかったとの意見を聞きましたので、お尋ねをい

たします。 

 まず１点目は、固定資産税の評価は、地方税法で

３年ごとに評価替えされていますが、次の評価替え

年度はいつになりますか、お聞きをいたします。 

 ２点目のアについてであります。 

 固定資産税の土地の評価基準日と評価方法につい

てお聞きいたします。 

 イについて、評価替えは３年ごとに１回、基準年

度に行われていますが、地価は近年、一部の土地を

除いて毎年のように下落していますが、地価が下落

しても、評価額は３年間変更しないのか、お尋ねを

いたします。 

 ３点目は、住宅用地の課税標準の特例はどのよう

な制度か、お尋ねをいたします。 

○議長（安達 隆君）  税務課長、近藤幸一君。 

○税務課長（近藤幸一君）  固定資産税の評価のご

質問についてお答えします。 

 議員もご承知のように、評価替えにつきましては

３年ごとに実施しているところでございます。前回

は平成27年度に実施しておりますので、ご質問の次

回の評価替えにつきましては、平成30年度に実施す

ることになります。現在、その準備作業を行ってい

るところでございます。 

 次に、固定資産税の土地の評価方法の内、土地の

評価基準日は評価替えが行われる前年の１月１日が

基準日となっておりますので、次回の評価替えに伴

う評価基準日は平成29年１月１日でございます。 

 また、宅地の評価方法につきましては、地価公示

価格と県の地価調査価格及び鑑定評価を参考に、標

準宅地を選定して評価額を決定しているところでご

ざいます。 

 次のご質問の地価に変動が生じている場合の評価

につきましては、価格据え置き制度の原則から、基

本といたしましては、評価替えの年度に価格の見直

しを行っております。 

 その際、地価に下落があり、価格を据え置くこと

が適切でない場合は、毎年７月１日時点の県が実施

する地価調査の下落状況等を参考として価格修正を

行っているところでございます。 

 最後のご質問の住宅用地の課税標準の特例につい

てでございますが、課税標準額を住宅用地200平方

メートルまでは評価額の６分の１の額とし、200平方

メートルを超える部分は、評価額の３分の１の額と

する特例措置を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  12番、河野徳久君。 

○12番（河野徳久君）  ２点目について再質問をし

ます。 

 評価替えは３年に一度行われていますが、評価替

えでない年に地価が下落して、評価額を据え置くこ

とが適切でない場合は、７月１日時点の大分県の実

施する地価調査の下落状況を参考にして価格修正し

ているとのことですが、私が推察すれば、最近では

地価の下落が毎年のように生じて、評価額の減額が

追いついていないのではと思います。事務的に大変

な作業と思いますが、地価下落が適正に反映される

ようよろしくお願いいたします。 

 答弁は別になくていいですけど、私の考えている

ことが、ちょっと要らんことです。座ります。 

○議長（安達 隆君）  税務課長、近藤幸一君。 

○税務課長（近藤幸一君）  議員ご質問の実勢価格

との違い、充分承知しておりますが、固定資産とし
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ましては、さきに答弁したとおり、県の調査価格の

下落状況を参考に、市の評価額を決定してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  12番、河野徳久君。 

○12番（河野徳久君）  ３点目について再質問をい

たします。 

 わかりやすく330平方メートル、100坪の土地で、

１平方メートル3,000円で、100平方メートルの住宅

がある場合とない場合の課税標準額と税額について

をお聞きします。 

 また、家屋を解体した後に、果樹や野菜を植えれ

ば、現況課税の適用を受けられると思いますが、こ

の点についてもお聞きをいたします。 

○議長（安達 隆君）  しばらく休憩します。 

午前11時53分 休憩 

午前11時54分 再開 

○議長（安達 隆君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 税務課長、近藤幸一君。 

○税務課長（近藤幸一君）  家屋が建築されている

場合とされていない場合のご質問についてお答えし

ます。 

 １平米当たりの評価額を3,000円とした場合ですが、

家屋がある場合は前にご答弁したとおり、住宅用地

に関する課税標準額の特例を適用しまして100平方

メートルとしましたら、課税標準額が７万6,000円と

なります。税額は1,000円であります。 

 一方、家屋がない場合は、特例措置が適用されま

せんので、課税標準額が30万円となります。税額が2,

940円となります。 

 次に、ご質問の課税標準額現況課税についてお答

えします。 

 家屋を取り壊した場合は、滅失届を提出していた

だき、現地調査を行います。現況を確認した上で、

評価地目を認定しております。その際、畑等の農地

となる場合には、登記地目の変更をお願いしている

ところでございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（安達 隆君）  12番、河野徳久君。 

○12番（河野徳久君）  今、全国的に廃屋等で問題

になっておりますが、私も豊後高田市は、今質問し

ました、解体したら税金が高くなるという矛盾点を

追及しておる人もおるわけですけど、この金額の程

度の差額だったら、やはり解体費用が多いから、高

くかかるから解体ができないんだというふうに私は

受けとめております。 

 今後とも適正な課税がされますことをお願いして、

質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  しばらく休憩します。 

 午後の会議は13時に再開をいたします。 

午前11時58分 休憩 

午後１時00分 再開 

○議長（安達 隆君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 税務課長、近藤幸一君。 

○税務課長（近藤幸一君）  先ほど河野徳久議員に

ご答弁した中で、数字の間違いがありましたので訂

正をさせていただきます。 

 家屋が建築されている場合とされていない場合の

課税標準額、税額についての訂正であります。 

 家屋がある場合は、住宅用に対する課税標準の特

例に適用しまして、課税標準額を７万6,000円と言い

ましたが、５万円に訂正をお願いします。税額は1,

000円とご答弁しましたが、700円であります。 

 次に、家屋がない場合の課税標準額を30万とご答

弁しましたが、21万の間違いであります。税額の2,

900円は、そのとおりであります。 

 以上であります。失礼しました。（○12番（河野

徳久君）議長、議事進行。） 

○議長（安達 隆君）  12番、河野徳久君。 

○12番（河野徳久君）  ただいま税務課長から数字

の訂正がありました。この件につきましては、私が

聞き取り時に100坪ということで聞き取りを終えてお

りました。どうも私が100平方メートルと誤って質問

してしまったようであります。大変ご迷惑かけまし

た。 

○議長（安達 隆君）  一般質問を続けます。 

 ８番、近藤紀男君。 

○８番（近藤紀男君）  議席番号８番、新政会の近

藤紀男でございます。 

 まずは冒頭、さきの台風による豪雨災害で亡くな

られました方々に哀悼の意を表しますとともに、被

害に遭われた方々に対しまして心からお見舞いを申

し上げます。 

 それでは、通告に基づき一般質問を行います。 

 まず始めに、伊方原発の再稼働についてでありま

す。 

 政府と四国電力は多くの県民、市民の声に耳をか

さず８月12日、伊方原発の再稼働に踏み切り、すで
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に９月７日には営業運転に入っています。伊方原発

は、大分県と海を挟んで目と鼻の先であります。さ

えぎるものは何もありません。隣の国東市からは、

晴れた日に伊方原発がはっきり見える距離に位置し

ています。福島原発事故を教訓に私たちは原発の恐

ろしさ、そして原発に安全など絶対にあり得ないこ

とを骨身にしみて思い知らされました。私は、平成2

4年と25年のいずれも12月議会で伊方原発の再稼働の

是非や原子力災害について質問を重ねてまいりまし

た。伊方原発がフル稼働となった今、本当に残念で

なりませんが、いま一度原発の再稼働について質問

をいたします。 

 ９月８日の新聞報道によりますと、九州電力は鹿

児島県の三反園知事から再要請を受けていた川内原

発の一時停止の再要請に応じない方針であることが

報じられておりました。県知事の要請を二度まで断

るとは、電力会社や国は国民、県民の暮らしや命を

どう考えているのでしょうか。 

 また４月には伊方原発のそばを通る国内最大級の

活断層の延長線上の熊本と、そして大分でも大きな

地震に見舞われ、各地に甚大な被害を及ぼしていま

す。そして、昨日も夕方発生をしておりましたが、

今なお熊本では地震がたびたび発生しています。多

くの専門家からは、原発に近いこの断層帯で大地震

が起きる可能性も指摘される中、避難計画の実行性

などさまざまに不安が広がっております。 

 現在、こうしたことを背景として、松山、大分、

広島の各地裁で原発の運転差しどめを求める仮処分

が申請され裁判が行われております。一日も早い国

民サイドに立った賢明なる司法判断を切に願うとこ

ろでございます。 

 しかしながら、冒頭述べましたように、伊方原発

は今フル稼働となっています。私たちは原発が停止

されるまで原発事故は将来起こり得るものとして捉

えなければなりませんし、原子力災害に対する備え

が求められていると考えます。 

 そこで質問であります。伊方原発がフル稼働となっ

た今、多くの市民がさまざまに不安を抱えているも

のと思います。市長の見解をお尋ねします。 

 また、本市の原子力災害対策では、総括的な方針

及び実施基準が示されておりますが、いざというと

き市民はどこにどのようにして避難すればいいのか、

市民の具体的な避難計画はどのように考えているの

かお答えいただきたいと思います。 

 最後の質問であります。 

 大分県原子力災害対策には、伊方原発での事故の

際、その時の状況に応じて伊方地域や瀬戸地域から

避難者456人を本市が受け入れるようになっています。

また、８月10日の新聞報道では、愛媛県の中村知事

は避難計画の充実に向け、９月４日と10月から11月

にかけて避難訓練を実施するとしています。訓練で

は、大分県とも連携し伊方町から船で九州側に渡っ

た後の避難者の移動も実施する予定となっています。

訓練や避難者の受け入れについて、県からどのよう

な要請がなされているのかお答えください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  私からは、伊方原発の再稼

働についてのご質問にお答えいたします。 

 新聞報道でもございましたように、伊方原発につ

きましては８月12日に再稼働し原子力規制委員会に

よる最終的な検査を受けまして９月７日から通常運

転となっております。私個人といたしましては、原

発はないにこしたことはないと思っております。地

元の同意も得た上でかつ国のエネルギー政策の中で

の再稼働でありやむを得ないと思っています。 

 しかしながら、絶対安全とは言い切れませんしや

はり心配でございますので、今後も大分県や近隣市

町村と連携をして市民の安全確保に努めてまいりた

いと、そう思っているところでございます。 

 その他の質問につきましては担当課長に答弁させ

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  総務課長、佐藤之則君。 

○総務課長（佐藤之則君）  原子力災害対策等にお

ける市民への具体的な避難計画についてお答えをい

たします。 

 伊方原発につきましては、本市から直線距離で約8

0キロ離れており、国が示す原子力災害対策重点地域

の30キロ圏内には該当しておりませんが、風向きに

よってはプルームと呼ばれる放射性物質を含んだ空

気の飛散が通過する際に一時的に放射線量が上がる

ことが想定されております。その際は大分県から指

示がございますので、市民の皆様には直ちに告知端

末等で情報提供を行ってまいりたいと思っておりま

す。そしてその対応としましては、屋内退避、ご自

身の家や建物の中に避難するという対応でございま

す。 

 次に、愛媛県からの避難者の受け入れ及び避難訓

練についてお答えをいたします。 

 大分県が策定しております原子力災害対策実施要
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領では、万が一原子力事故が発生した場合には、伊

方発電所以西の住民の内、放射性物資の漏えい等に

より陸路避難ができなくなった住民の６割が大分県

に避難することが想定をされているところでありま

す。 

 大分県内の受け入れ地域につきましては、全市町

村が対象となっておりますが、事故が発生した際の

大分県内の状況などを考慮いたしまして、受け入れ

る地域を４つのケースに分けられており、県北地域

で受け入れるケースでは、本市は伊方及び瀬戸地域

の８自治区の456人を受け入れる計画となっておりま

す。 

 次に、愛媛県が実施します避難訓練についてお答

えをいたします。 

 ９月４日に愛媛県で行われました避難訓練につき

ましては、大分県への避難が困難で愛媛県内に海路

で避難する想定の訓練となっておりましたので、今

回大分県からの参加はございませんでした。 

 また10月から11月に予定されております愛媛県と

大分県が連携した避難訓練につきましては、現在の

ところ県からの要請は受けておりません。正式に要

請があれば対応してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ８番、近藤紀男君。 

○８番（近藤紀男君）  それでは、再質問を行いま

す。 

 ①の市長の見解については、再質問はありません。 

 一言申し上げますと、市長には私のこれまでと同

様な質問に対しまして、たびたびご答弁いただき恐

縮をいたしております。ただいま市長も触れられて

おりましたように、原発はないにこしたことはあり

ません。そして絶対に安全ということもありません。

そして熊本では、先ほど来出ておりますように、今

なおたびたび地震が発生しておりますし、伊方原発

や川内原発は本当に大丈夫なんだろうかと、多くの

県民がそのように不安に思っていると思います。 

 それでは②の再質問であります。 

 ただいま課長のご答弁では、伊方原発での事故発

生時、放射性物質の飛来が予測される場合、県から

避難等の指示があるとのことでありました。原発事

故に限らず災害はいつ何時起きるかもわかりません。

例えば、深夜、早朝など、重大な災害が予測される

場合、関係機関からの緊急時の連絡体制はどのよう

になっているのかお答えいただきたいと思います。 

 もう一点、また子どもは大人よりも放射線の影響

を受けやすいと言われております。文部科学省は、

平成25年から26年にかけまして、小学生のための放

射線副読本、放射線について学ぼうという本を発行

しております。各学校にも配布されているものと思っ

ています。また同様の中高生のものも発行されてお

ります。伊方原発がフル稼働となった今、子どもた

ちに放射線に対する一定程度の知識が必要であろう

と考えます。本市ではこの副読本の取り扱いについ

てはどのようにされているのか、お答えください。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  総務課長、佐藤之則君。 

○総務課長（佐藤之則君）  近藤議員の再質問、勤

務時間外の伊方原発の事故等があった場合の県と市

の連絡体制についてということでご質問いただきま

した。お答えをいたします。 

 まず、本市が伊方原発の事故で体制を取ることと

なります緊急事態がございます。これは県のほうで

分けられておりまして、警戒事態、それから施設敷

地緊急事態、そして全面緊急事態という３つの緊急

事態があります。この警戒事態につきましては、愛

媛県で震度６弱以上の地震、それから大津波警報が

発令された場合という事態でございまして、原発の

外部要因によるものでございます。当然その震度６

弱の地震が起きるということは、本市にとっても同

様の震度があろうということでございますので、こ

の場合は原発からの連絡が来る前にすでに地震のほ

うで我々、もしくは津波等の部分で我々が体制を取

れているのではないかなというふうに考えておりま

す。 

 そして施設敷地緊急事態、それから全面緊急事態、

これにつきましては原発のそのものの問題でござい

ますが、原子力災害対策特別措置法に基づきまして

冷却材の漏えい、それから原子炉を停止する、全て

の機能が停止する、そういった原子力発電所そのも

のに起因する事態でございまして、かつ大分県に放

射性物質が拡散する恐れがあるという事態でござい

ます。これらの事態が発生した場合には、県の防災

情報システムによりまして、大分県から関係機関に

一斉に送信されるファックス、それからメールが市

にも、それから消防本部にも入るようになっており

ます。 

 そして休日、夜間につきましては、我々総務課の

担当職員、防災の担当職員の携帯メールにも連絡が

入るようになっております。 

 それと、県との間でまた携帯電話、それぞれ個人
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の携帯電話で連絡が取れるように電話番号の交換も

しておるところであります。 

 合わせまして、市役所に電話がかかってきた場合

には、当直員がおりますので電話を受けまして総務

課職員に連絡を入れるという体制になっております。

その後、速やかに登庁してその事態の度合いに応じ

た体制を取って、先ほどありましたような市民の方

への連絡といったものを考えていくという状況にな

ろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  教育庁学校教育課長、小川

 匡君。 

○教育庁学校教育課長（小川 匡君）  それでは、

近藤議員の再質問にお答えいたします。 

 放射線副読本につきましては、各学校において放

射線等の基礎的な性質、また正しい情報を理解させ、

多様な情報の中から適切に判断する力を養うための

学習教材の一つとして、発達段階に応じて活用する

よう指導しているところであります。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  ８番、近藤紀男君。 

○８番（近藤紀男君）  最後の質問でありますが、

③の質問とともに答弁は求めません。私の意見とし

て述べてまいります。 

 川内原発に続き伊方原発が再稼働されている今、

懸念されますことは原発事故が起きた際地域住民を

安全に避難させる避難計画の実行性であります。原

子力規制委員会は、福島原発事故を踏まえて原発か

ら30キロ圏内の自治体に福島原発事故と同様な事故

が起きた場合を想定して、地域住民の具体的な避難

計画となります原子力災害地域防災計画の策定を義

務づけております。しかしながら、この避難計画の

実行性の有無について、原子力規制委員会の審査や

規制などの仕組みは何もございません。 

 現在、国内で原発から30キロ圏内に位置する市町

村の数は130とされております。そしてその約４分の

１に当たる38の市町村が原子力防災計画をコンサル

タント会社に委託して作成をしております。伊方原

発の周辺市町村におきましても、自前で作成すると

ころとコンサルタント会社へ委託するところがほぼ

同数となっております。地域住民の被曝を防ぎ安全

に避難させるための避難計画が国から地方に丸投げ

状態でありますし、当該自治体は担当職員も少なく

原子力の専門家もいないためにこうした事態になっ

ているとされております。 

 避難計画は地域の実情に応じたより具体的な計画

が求められるだけに、業者任せで本当に地域住民の

安全確保につながるのか、疑問の声が上がっていま

す。こうした状況を見ますと、避難計画に対する国

の対応、そして原発再稼働もしかりでありますが、

何か原発事故は絶対に起こらない、あり得ないこと

を前提として進められているように思えてなりませ

んし、地域住民の暮らしや命が余りにも軽視されて

いると思っています。 

 本市は、伊方原発から80キロであります。先ほど

課長のご答弁にありましたように、事故が発生した

場合、30キロ圏外でも風向きによっては直ちに逃げ

なければならない場合や、放射性物質の移動を判断

しながら臨機応変な対応も必要となってくるものと

考えます。大分県からの指示はもちろん大事であり

ますが、緊急時における独自の情報収集など情報管

理の徹底とともに、原子力災害対策の充実に向け引

き続いてのご尽力をお願いして、この質問を終わり

ます。 

 次に、全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）

についてであります。 

 ことしで10年目となります小学校６年と中学３年

の全員を対象とした全国学力・学習状況調査（全国

学力テスト）が本年も４月に実施されております。 

 全国学力テストの目的は、全国的な児童生徒の学

力や学習状況を把握し、分析を行い、教育施策及び

教育指導の改善に役立てるものとされております。 

 しかしながら、近年、都道府県別や市町村別、そ

して各学校別までもの学力テストの結果公表が解禁

されたことから、地域や学校間競争が激しくなって

おります。そして、学力テストの平均点を上げるた

め、過去の問題を繰り返し練習させる事前練習が各

地に広がり、休み時間や放課後も取り組ませるなど

の事例が全国で、そしてこの大分でも報告されてお

ります。本年４月20日、当時の馳文部科学大臣は定

例記者会見で次のように述べております。「全国学

力調査の前になると、過去の問題集をやっている学

校があると聞きます。それも４月だけでなく、２月、

３月からやらせている地域もあると聞いています。

とんでもないことです。」と怒りをあらわにしてい

ます。そして「教職員には、日常の、つまり自分た

ちが選んだ教科書に基づいて授業時間によりよい授

業をやらせることに粉骨砕身してほしい、どこに負

けるなとか、本当に私は情けないと思います」と述

べています。さらに、翌日の会見でも、「過去問題
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の練習を授業時間にやっていたならば本末転倒、全

国各地であるとしたら大問題で、本質を揺るがす」

とも述べています。この馳前文部科学大臣の発言を

受け、４月28日、文部科学省初等中等教育局長は「全

国学力・学習状況調査に係る適切な取組の推進につ

いて」という通知を各都道府県の教育委員会教育長

に発しております。ご承知のこととは存じますが、

この通知書には次のことが記載されています。 

 調査実施前に授業時間を使って集中的に過去の調

査問題等を練習させ、本来実施すべき学習が充分に

実施できないなどといった状況が生じている。仮に

数値・データの上昇のみを目的にしていると取られ

かねないような行き過ぎた取り扱いがあれば、本調

査の趣旨、目的を損なうものである。そして今一度

原点に立ち戻っての実施を求めるものでありました。 

 そこで質問であります。この通知に対する教育長

の見解及びこの通知に対する本市での対応はどのよ

うにされたのか。また、これまで全国学力テストの

指導や取り扱いはどのようにされてきたのか、本市

における過去問題等の練習等の実態はあったのかど

うかお尋ねをしたいと思います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  教育長、河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  近藤議員の全国学力及び

学習状況調査についてお答えいたします。 

 平成19年度から実施しております全国学力及び学

習状況調査は、義務教育の機会均等とその水準の維

持、そして学力向上の観点から、全国的な児童生徒

の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果

と課題を検証、その改善を図るとともに学校教育に

おける児童生徒への指導の充実、さらには学習状況

の改善等に資することを目的としておると考えてお

ります。 

 特に、ご質問の平成28年４月28日付の文部科学省

からの全国学力及び学習状況調査に係る適切な取り

組み推進についての通知につきましては、校長会や

教頭会におきまして、本調査の目的や趣旨について

改めて共通理解を深めますとともに、本来の趣旨、

目的を損なわないよう周知徹底を図ったところでご

ざいます。日常の教育活動によってどのように学力

や学習状況が向上、定着、そして改善されたのかを

確認し、教職員がこれまでに指導のあり方を分析し、

指導の充実や改善に役立てることとしておるわけで

あります。 

 また児童生徒にとりましても、自己の学力や学習

状況を確認し、授業の受け方、家庭学習の取り組み

の改善などを図ることにもなるわけであります。 

 次に、全国学力調査への指導や取り扱いについて

でありますけれども、教育委員会といたしましては、

文部科学省から示されております内容に基づきまし

て適切に実施するよう指導しているところでありま

す。 

 特に、すでに実施されました過去の問題は、公の

資料集の中に掲載されておりますけれども、それを

２月、３月に集中的にすることのないように、あく

までも年間の教育課程の中で、また長期の休業中な

どに補充学習の教材として活用し指導の改善や定着

に向けて取り組んでおるところでもありますし、今

後とも教育委員会といたしましては、そのように指

導してまいりたいと考えておりますので、何とぞよ

ろしくお願いいたします。 

 以上であります。 

○議長（安達 隆君）  ８番、近藤紀男君。 

○８番（近藤紀男君）  再質問でありますが、①、

②とも答弁は求めません。 

 ご答弁では文科省の指針に沿って適切に指導や対

策を行っているとのことでありました。 

 そこで、現状の学力テストの対応について、２点

ほど意見、要望として述べたいと思います。 

 全国学力テストは、ご承知のように、これまでも

公表のあり方や成績の扱いをめぐり毎年のように混

乱を招いております。また全国学力テストは1960年

代にも実施されておりましたが、学校や地域間の競

争と序列化が過熱して廃止した経緯がございます。

その時は学校ごとの順位が流出し、順位の高い学校

への入学がふえたり、学力テスト直前に授業の中で

テスト対策の特訓をする学校が相次ぎ、さらにテス

トの点が取れないと判断された子供を休ませるとい

う事態まで起きております。自治体の平均点を決め

るのは、各学校の成績次第でありますし、学校へ与

えるプレッシャーは大変大きいものがあると思って

います。成績はいいにこしたことはありませんが、

しかしながらそれぞれの学校自体置かれている状況

が全く異なる中で、平均点だけを公表することがど

んな意味を持つのか、どのような効果が期待できる

のかよくわかりません。 

 また、全国学力テストの目的が、地域住民や保護

者に充分理解されているとは思いませんし、成績が

いい学校は上位の学校、点数が低い学校はレベルが

低い学校、そしてまた学校が悪いという見方もされ
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るかもしれません。県下で現在学校のホームページ

で学力テストの結果を公表するよう指導している市

教委、自治体は本市を含め４つないし５つの自治体

であります。あとは公表の強制はしないとか、校長

や学校の判断に委ねているところがほとんどで、各

自治体における学校別の結果公表にはこのように賛

否がわかれておりますし、慎重姿勢を示している様

子も伺えます。大事なことは、学校別結果公表によっ

て児童生徒にどのような影響や効果や成果をもたら

しているかであろうと考えます。今後、このことを

しっかり検証していただきますよう要望いたします。 

 そして今一つは、今の教育、学習についていけて

いない児童生徒の対応であります。本市におきまし

ても、児童生徒の６人に１人が貧困家庭にあるとさ

れております。また現在の社会情勢の中でさまざま

な事情を抱えている児童生徒も少なからずいるもの

と思いますし、それぞれの学校におきましてもさま

ざまであろうと思います。こうした児童生徒が成績

が低いということではございません。どこの学校に

も成績が下位であったり中位であったり、こういっ

た児童がいると思います。こうした児童に対して学

力テストの調査結果をどう活かしていくのか、どう

手を差しのべて成績の向上を図っていくのかが喫緊

の、そして共通の課題であろうと考えます。学力テ

ストは全員対象で、平均点のみの公表でありますの

で、学校全体で努力して平均点を上げていくのは本

当に大変なことだと、私もそう思います。近年の風

潮として学力や点数のみが重要視されているように

感じておりますし、現状の教育になかなかついてい

けないような児童生徒に対して格段のご配慮を要望

しまして、この質問を終わります。 

 それでは、最後の質問であります。高温による農

作物への影響についてであります。 

 県下は、７月18日の梅雨明けから連日30度を超え

る猛暑日が約１カ月以上続きほとんど雨が降りませ

んでしたが、８月28日台風の影響でようやくまとまっ

た雨が降り、胸をなでおろした方も多いのではない

かと思います。しかしながら、約１カ月以上も夕立

もない猛暑が続く中農作物への影響が懸念されます。

私８月中旬、干拓地や呉崎一体のネギ畑を見て回り

ました。そのほとんどの畑で畑一面ネギの葉が白く

しおれ立ち枯れ状態となっておりました。農家の方

にお話を伺いましたが、こんなことは初めてでこれ

はもうネギが腐って死んでいる状態と言っておりま

した。また、そんな中にもかろうじて少しだけ青み

を保ってるものもあるが、それが今後持ち直したと

しても収穫量は激減し収穫時期もかなりおくれるこ

と、そして本格的な出荷は２月ごろになりそうだと

肩を落としておりました。 

 また稲作では、８月末のテレビや新聞報道で報じ

られておりましたけれども、ようやく雨が降り現時

点病害虫の発生も見られず平年並みであることが報

じられておりました。しかしながら収穫期に入るの

は約１カ月先になりますし、稲は成長期に高温が続

くと白っぽい米、白未熟粒という発生が多くなると

言われております。 

 そこで質問でございます。他の品目を含め、こう

した農作物の高温障害・被害について現時点の状況

はどのようになっているのか、また自然相手のこと

でなかなか難しいことかもしれませんが、その指導

や対策はどのようにされてきたのかお答えただきた

いと思います。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  農業ブランド推進課長、

止勝幸君。 

○農業ブランド推進課長（ 止勝幸君）  それでは、

近藤議員の高温による農作物の影響に関するご質問

にお答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、梅雨明け以降、８月25日ま

で市内ではほとんど雨が降らず、この間白ネギにつ

いては特に冠水設備のない圃場や乾燥しやすい圃場

で葉枯れ及び生育不良が収穫前のものから定植直後

のものまで幅広く発生しました。その後、８月26日

になって観測所のデータで47ミリの久しぶりにまと

まった降水量が記録されてから、これまでの雨で今

後回復も見込まれますが、被害の見られた圃場にお

ける収量の減少や生育遅延などによる出荷の遅れが

予想されているところです。 

 水稲については、ため池などほとんどの水源で水

位は低下していたものの、深刻な状況までには至っ

ておりません。８月26日以降の降雨により貯水量も

回復したことから、今のところ大きな被害は想定し

ておりません。 

 秋そばにつきましては、播種時期が高温、干ばつ

時期と重なり、お盆前後に播種した圃場において発

芽不良が見られたことから、８月26日の降雨後急遽

再播種を行い、現在生育も順調に推移しているとこ

ろでございます。 

 その他の作物においては、カボスなどの果実被害

の遅延、落花生にも一部では葉枯れによる減収を予
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想しております。 

 ２点目のご質問でございますが、農作物の被害に

対する指導や対応策については、大分県北部振興局

とも連携し、品目ごとの技術的な対応策や病害虫の

防除に関する情報をチラシやケーブルテレビを活用

し周知徹底を図ってきたところです。 

 なお、市では白ネギの生産安定対策として、平成1

9年度から26年度までの間に合計36カ所のボーリング

施設整備に対する支援を行っており、今回の干ばつ

においてその機能を大いに発揮したと伺っておりま

す。 

 農業は気象変動による影響を最も受けやすい産業

でありますので、今後とも気象による農作物への影

響等を注視しながら、技術的な情報提供や現地指導、

さらには気象災害を回避するための施設整備などを

進めることにより、引き続き災害に強い産地づくり

に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ８番、近藤紀男君。 

○８番（近藤紀男君）  深刻な状況にはなっていな

いということで一安心したところでございます。聞

き取り時にも詳しくご説明いただきましたし、今の

答弁もそう受けとめております。 

 再質問はありません。これで私の質問を終わりま

す。 

○議長（安達 隆君）  一般質問を続けます。 

 １番、安達かずみ君の発言を許します。１番、安

達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  こんにちは。１番の公明

党の安達かずみです。よろしくお願いいたします。

通告に従って一般質問をさせていただきます。 

 まず、本市役所におけるワンストップサービスに

ついてお尋ねします。 

 「複数の部署、庁舎、期間にまたがっていた行政

手続を一度にまとめて行えるような環境をワンストッ

プ行政サービスといいます」というのは、インター

ネットで調べました。 

 本庁でもこのサービスはかなり進んでいると思い

ます。実際、市民課に担当課の職員が来てくれて終

わらせることができたというお声も聞いています。 

 そこで、現在努力されているこのワンストップサー

ビスに対する事柄、対応、そういうことについて教

えていただきたいのでよろしくお願いします。 

○議長（安達 隆君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  ワンストップサービスにつ

いてのご質問にお答えいたします。 

 このことにつきましては、私ども新庁舎建設に当

たって市民の皆さんが利用しやすい市役所にしよう

ということの中で一番工夫をしたことであります。

自慢の一つでもございます。 

 まず、新庁舎では、市民の皆さんに身近な市民課、

税務課、年金、保険、福祉といった窓口部門に加え

まして、上下水道、公営住宅、ケーブルテレビに関

する窓口も１階に集中配置をいたしました。そして、

導線を短くするために待合ホールを真ん中にして両

側に窓口を配置して利便性も高めました。また、各

種申請手続や証明の発行がワンフロアでできるよう

にもいたしました。そして通常市民課で発行する住

民票や印鑑証明と、通常税務課で発行する所得証明

や納税証明、評価証明などは市民課または税務課ど

ちらか一つの窓口で発行できるようにしております。

これが私どものいうワンストップサービスでござい

ます。新庁舎が供用されて８カ月が経過する中、窓

口のみに関しまして、来訪者の皆さんに概ねご満足

をいただいているものと認識しております。引き続

き市民の皆さんにとって利便性の高い窓口サービス

に努めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  １番、安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  再質問をさせていただき

ます。 

 特に１階の社会福祉課は一番奥にあります。そこ

に用事のある方の中には体の不自由な方などが多い

ので、そのことに対しての何か対策は考えていただ

けないでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  総務課長、佐藤之則君。 

○総務課長（佐藤之則君）  安達議員の再質問にお

答えをいたします。 

 新庁舎１階の課の配置につきましては、利用する

機会の多い市民課などを玄関から見て手前に配置い

たしました。そしてプライバシーにかかわる相談の

多い社会福祉課につきましては、相談室の設置もご

ざいましてその隣接した奥手にしたところでござい

ます。歩行による移動が困難な方への対応としまし

て、またはお体の調子の悪い方も一緒なんですけれ

ども、対応といたしましは、玄関に配置しておりま

す車椅子の利用をまずお勧めするとともに、入り口

から一番近い総合案内としての機能を持たしており

ます市民課の窓口までお越しをいただいて、そこで

全て対応させていただいているところであります。
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これは先ほど議員もおっしゃっていただきましたけ

れども、そういう形で対応させていただいておりま

す。 

 また、新庁舎に初めて来庁された方は課の位置が

わからない場合もございますし、担当がどの課なの

かわからない方もいらっしゃいます。そのようなこ

とから、総合案内であります市民課では、課長みず

から窓口、あるいはカウンターの外に出てお客様の

対応をしておりますし、そのほか１階の職員を中心

とした全職員で案内が必要そうな市民の方に「どち

らにご用ですか」、また「どのようなご用件ですか」

と声掛けをするように鋭意努めているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  １番、安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  再々質問をします。 

 社会福祉課に用事のある方でも市民課で対応して

くださるということですけれども、それがたまたま

市民課に声をかけた人のみが受ける恩恵ではなく、

庁舎に入って来られた年配者や障がいのある方が全

てそのことを知っていて市民課へ行くという仕組み

は今はまだないと思います。その周知をどのように

してくださるか教えてください。 

○議長（安達 隆君）  総務課長、佐藤之則君。 

○総務課長（佐藤之則君）  安達議員の再々質問に

お答えをいたします。 

 窓口部門につきましては、私ども市民の方にお待

たせをしないことをテーマにしてそれぞれ誇りを持っ

てサービスの向上に努めさせていただいております。

そのために案内板を玄関付近にわかりやすく表示す

るとともに、先ほども言いましたけれども職員の声

掛けにより最寄りの窓口に誘導させていただいてお

りますので、ご理解くださいますようお願い申し上

げます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  １番、安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  それでは、２項目めの質

問に入ります。 

 大分県被災動物救護対策指針が策定されたと伺い

ました。当然市町村にも何らかの対策、ルール化が

義務づけられると思うのですが、現在の状況を教え

てください。 

○議長（安達 隆君）  環境課長、後藤史明君。 

○環境課長（後藤史明君）  被災動物救護対策につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 近年、犬や猫などを家族の一員として飼育する方

が増加する中、災害発生時にペットと同行して避難

した際の避難所での円滑な受け入れにつきましては、

さまざまな課題があると認識しているところでござ

います。 

 犬や猫などを飼育している方にとりましては、大

規模災害で被災した際、避難先でペットと一緒にい

られることは普段の生活を取り戻すための重要な支

援の一つとなりますが、さまざまな人が共同生活を

送る避難所においては、動物が苦手な人、アレルギー

を持っている人等への特別な配慮が必要になるなど、

避難所運営には限られたスペースの中で充分注意を

して行う必要があると考えています。 

 そのため、大分県が策定いたしました大分県被災

動物救護対策支援を受けまして、今後被災動物の一

時避難所の確保についての検討や避難所運営につい

て、避難者の同意が得られるような一定のルールづ

くりについて努めてまいりたいと考えています。 

 また、被災動物救護対策として、ペットを飼育さ

れている方にお願いすることといたしましては、平

時から災害時への心構えと備えを準備していただく

ということが大切となってきます。これにつきまし

ては、実際に災害が起きたときのためにペットに必

要な食糧などの備蓄品を用意しておくことや、避難

方法を考えておくといった必要な情報提供を行うと

ともに、日ごろからしつけや適切な飼育に努めるこ

との重要性について、さまざまな機会を通じて啓発

を行ってまいりたいと考えています。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  １番、安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  私の親戚は、熊本市に住

んでいて被災しました。ペットを飼っているために

避難所には行かずかなりの期間車中泊をしていまし

た。また、別府で被災した私の友人も、自分以外の

家族は避難所へ、自分はペットと足の踏み場もなく

揺れ続ける家に居続けたと言っておりました。 

 先ほど課長さんがおっしゃられたように、もう今

やペットは単なる動物ではなく家族の一員であるし、

ペットを手放して生活することは考えられないとい

う方が相当数いると思います。であるならば、ペッ

ト同行の避難のあり方をルール化する必要はあると

思いますし、それもできるだけ早い時期に対応策、

ルール化をお願いしたいと思います。 

 では次の３項目めの質問に入ります。 

 先ほど河野徳久議員や甲斐議員がお話されたよう
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に、私も社会文教委員会の視察で東北のほうに行き

ました。その中で岩手県の紫波町というところで官

民一体のまちづくりをしているところに行ったんで

すけれども、そこでは日本に一つしかないバレーボー

ルの世界大会で使われるコートと同じ仕様の体育館

をつくっていました。きわめてマイナーでピンポイ

ントではありますが、日本に一つしかないというの

が売りです。全国から合宿に来る、視察に来るとい

うことで、当然経済にも大きく影響してきます。 

 また、先日公明党の機関誌の公明新聞の新聞記者

の方が取材に豊後高田市にお見えになりました。そ

の時に本市の取り組んでいる事柄にたくさん感嘆の

声を上げておりました。その記者さんが言っていた

んですけれども、たくさんの自治体を見る中で発展

しているところというのは、その町にしかないもの

に目を向けそこを発展のキーポイントにしていると

いうことでした。私は、今、この本市でここにしか

ないという発展の鍵の一つはカヌー競技にあるので

はないかと思います。どんなにマイナーな人口の少

ない競技であっても世界大会に出るというのは簡単

なことではありません。それをなし得ているのです

から、やはり本市のカヌー競技は、今、指導者にも

人材にも環境にも恵まれているということだと思い

ます。この夏のリオオリンピックで銅メダルを取っ

たカヌーの羽根田拓也選手ももともとはこの本市の

カヌー競技と同じ競技から今の競技に移ったと聞い

ております。であるならば、本市からオリンピック

の選手も夢ではないと思います。このオリンピック

の選手をつくるためにも人材をさらに拡大させてい

く、そのために小学校からカヌーを１年に１度でも

いいから体験できるチャンスをつくってあげるとい

うことはできないでしょうか。新しい才能の発見に

もなるかもしれないし、特色ある本市ならではの教

育にもつながると思いますが、どうでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  教育庁学校教育課長、小川

 匡君。 

○教育庁学校教育課長（小川 匡君）  カヌー競技

の普及についてお答えいたします。 

 本市のカヌーは高田高校カヌー部、高田レーシン

グクラブを中心に、豊後高田市真玉Ｂ＆Ｇ海洋セン

ターカヌー場を練習会場として活動を行っておりま

す。 

 また、真玉Ｂ＆Ｇ海洋センターカヌー場では、平

成20年の国民体育大会、平成25年の全国高校総合体

育大会が開催され、多くのアスリートが集い熱戦が

繰り広げられました。現在でも県大会や九州大会、

強化合宿等にも使用され、カヌー競技の拠点として

活用されております。 

 カヌー競技の普及につきましては、高田高校カヌー

部や高田レーシングクラブが活躍し、県内外に実力

をアピールしております。また、学びの21世紀塾の

わくわく体験活動のカヌー教室やＴＭＫチャレンジ

クラブのカヌー祭り等でカヌーに触れ合う機会を設

けております。その中でカヌーの楽しさやおもしろ

さの魅力を体感してカヌー競技の普及に励んでいる

ところであります。 

 ご質問の学校教育でのカヌーの学習や授業への導

入につきましては、各学校の教育課程の編成や学習

指導要領の指導内容等を考えますと、事業としての

カヌー学習の導入は困難であると考えます。 

 今後とも、競技団体や関係団体と連携を図りカヌー

の魅力を発信してカヌー競技の普及に努めてまいり

たいと考えておりますので、何とぞよろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  １番、安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  私は、別府で生まれて育

ちました。結婚して高田に来て子どもが生まれたん

ですけれども、子どもが小学校で体育の授業で相撲

があるというのにびっくりしてしまいました。そう

いうところがあるんだなと、ということは、全国一

律の教育でなくてもいいということはすでにもう行

われているところだと思います。学びの21世紀塾の

わくわく体験活動やチャレンジ活動は、親御さんが

送り迎えをして余裕のある方でないとチャンスはあ

りません。私は、小学校３年生まで通知表は２と３

しかなくて何のとりえもない、何もできない子だっ

たんですけれども、４年生でリコーダーが音楽の時

間使われるようになって初めて音楽が５になりまし

た。家が貧しかったので習い事などをさせてもらえ

ませんでしたけれども、授業の中でリコーダーにめ

ぐり会えたことで音楽の自分の力を知ることができ

たというか、それからもう今に至るまでずっと音楽

の道を貫くことができました、やはり授業であると

いうことはそこには平等性があるというか、親の状

況とか家庭の環境に関係なくめぐり会えるというこ

とです。 

 高田にいたからめぐり会えたという教育がとても

必要なのではないか、また本市の教育のテーマ、こ

の間教育課長にお会いした時にあったんですけれど
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も、「夢を描き、実現できる子どもの育成」という

このスローガン、この教育を実現するためにもこれ

から少しずつでも何か検討していただけるととても

うれしいなと思いますので、よろしくお願いします。 

 では４項目めに入ります。４項目めは、３つ質問

があります。 

 まず１つは、生活困窮者自立支援制度が昨年４月

１日から始まって１年半がたちます。この間今まで

制度のはざまにいてどうしたらいいのかわからなかっ

た人にも手を差し伸べてもらえるようになり多くが

助かっていると思います。この１年半の相談件数、

相談内容及び支援の状況、実績についてお尋ねしま

す。 

 ２番目は、３月の一般質問で食品ロスをなくすた

めの取り組みとしてフードバンクについて少し触れ

ました。食品企業の製造過程でちょっとしたミスな

どで売り物にならない物、農業等でまだ食べられる

のに廃棄される物、そういう物を引き取り困難な生

活をしている人へ配付するなどを活動しているのが

フードバンクですが、大分県も県社協がフードバン

クを設立しました。本市としてはそれを受けて何か

取り組まれるのでしょうか。 

 最後は、さっき言った委員会視察に秋田県の藤里

町というところに行ってきたんですけれども、その

施設が大変すばらしかったのでぜひうちでもできな

いかという質問です。 

 今月７日、内閣府は仕事や学校に行かず６カ月以

上にわたり家族以外とほとんど交流せずに自宅にい

る15歳から39歳までの人が全国で推計54万1,000人に

上ると調査結果を発表しました。これは39歳までな

ので40代、50代を入れると働ける年代なのに家にい

る収入のない人はもっとふえるはずです。障がい者

の就労支援施設はありますが、このような社会から

遠ざかった人の支援を行うところはありません。今、

福祉課の人がそういう人に寄り添って、あるときは

ハローワークに一緒に行ったり、面接に行くための

服やネクタイまで貸してくださったりしているとい

うことも聞いたことがあります。 

 秋田県の藤里町での取り組みは、こういういわゆ

る引きこもりといわれる人と就労に向けての大きな

成果を出しています。「こみっと」という福祉施設

を拠点にして、そこに家から今まで出れなかった人

たちが来ます。一緒にスタッフの人と働きながら働

き方や人との接し方、そういうことがまず身につけ

られる、またシルバーの人と一緒に仕事に行く、ヘ

ルパーや介護職などの資格を取れる道をつくってく

れる、そういうことをしてくれるんですけれども、

もともとそこの町の10人に１人が引きこもりだった

んです、働ける人の。113人の人がその施設に来まし

た。その中で、それが平成22年なんですけども、平

成26年には25人にまで減ってます。この25人は重度

の障がいを持っている人ですから、ほとんどの人が

就職しているんです。そして今どういう人がその「こ

みっと」に来ているかというと、高校卒業時に就職

が決まらなかった人、また急な会社の倒産で仕事が

なくなったとか、仕事をやめてしまった、何年も続

けていたけれどもクビになったというなどという人

たちが今来ている。その「こみっと」に次の就労ま

での期間を過ごしているというのが今の状況だそう

です。 

 長期間人とコミュニケーションを取ってこなかっ

た人、人間不信に落ち入った人への社会復帰機関、

今仕事がない人が家に引きこもらなくてよい行き場、

そのような就労準備支援施設が本市にもあったらい

いなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  社会福祉課長、植田克己君。 

○社会福祉課長（植田克己君）  それでは、生活困

窮者自立支援制度についてのご質問にお答えします。 

 まず生活困窮者自立支援の実績についてでござい

ますが、平成27年４月の法律施行以降、27年度は49

件、28年度は８月末までに19件の相談を受けており

ます。 

 その主な内容は、収入や生活費などの経済的な相

談が最も多く、平成27年度は32件、平成28年度は14

件となっております。その背景には病気や精神の障

がい、介護や引きこもり、就労など複合的な課題を

抱えていることが多く、多様な関係機関と連携を図

り長期的に支援を行うことが必要となっております。 

 また具体的な支援の状況についてでございますが、

経済的な問題では、社協の緊急小口融資資金の申請

や生活保護の申請へつなげるなどの支援を行う一方、

その日の食べ物に困っているという相談もございま

すので、そういった場合は市内の社会福祉法人が食

料品等を現物支給する制度を活用しまして支援を

行っております。 

 また病気や障がい等の問題につきましては、限度

額認定申請や自立支援医療、障がい者手帳などの取

得などの他の制度の手続をご案内するとともに、病

院や施設のソーシャルワーカーとも連携を図りなが

ら支援を行っているところであります。合わせて就



９月 14 日 

 - 49 - 

 

労に関する相談につきましては、就労支援員がハロー

ワークの出張相談や同行相談を行うなど、早期の就

労に向けてきめ細やかに支援を行っているところで

あります。 

 次に、フードバンクの本市の取り組みについての

ご質問にお答えします。 

 ご案内のように、大分県では県社会福祉協議会を

中心に県内企業のご協力の下、市町村社会福祉協議

会が窓口となり、本年６月30日にフードバンク大分

推進協議会が設立されたところであります。 

 その事業計画の中で豊後高田市、別府市、佐伯市、

日田市の４市がモデル事業の指定を受け、本年度先

進的に取り組みを行うこととなっております。その

ため、本市では現在社会福祉協議会において、推進

のための協議会の設立や保管スペース、配送システ

ムの構築などについて検討を行っているところでご

ざいます。 

 次に、就労準備支援施設の設置についてのご質問

にお答えします。 

 議員ご案内のように、引きこもり状態となった方

が社会に復帰することは非常に難しい課題であり、

早期にかかわり長期間支援を行っていくことが必要

であります。 

 しかしながら、当事者や家族が将来や経済的な不

安を抱えるようになって初めて相談につながること

が多く、早期の支援に結びついていないのが実情で

あります。 

 そのため、まずは自立相談支援員等の相談窓口を

広く周知するとともに、民生委員や関係機関からの

情報提供もお願いし、早期の相談、早期の支援を行っ

てまいりたいと考えております。その上で社会との

かかわりを持つためにも、また就労につなげるため

にもご提案のような就労準備支援施設等も非常に有

効であると思いますので、ご提案いただきました秋

田県藤里町の取り組みなど今後よく研究してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  １番、安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  就労準備支援施設につき

ましては、これからますます日本全体の大きな課題

となる人間が人間の中に入れなくなっている傾向に

ストップをかける一つの重要な取り組みになってい

くと思いますので、ぜひ実現に向けて研究と検討を

重ねていっていただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  一般質問を続けます。 

 18番、大石忠昭君の発言を許します。18番、大石

忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  日本共産党の大石忠昭でご

ざいます。私は、市民から寄せられました市民の声

を取り上げまして、今回は大きくわけて５項目、９

点の質問をいたしますので、質問の趣旨を理解をし

ていただき簡潔明瞭な答弁を求めて、質問に入りた

いと思います。 

 最初は、市長の政治姿勢にかかわる問題で４点質

問いたしますので、必ず市長が答弁をしてください。 

 一つは、核兵器廃絶、平和の問題についてであり

ます。 

 ご承知のように、71年前にアメリカは広島と長崎

に原子爆弾を投下をしました。人類に対して初めて

核兵器が使用されました。この２つの原子爆弾によっ

て莫大な破壊力や放射線によって都市が焼き尽くさ

れ、そしてその年の内に21万の市民の命が奪われて

しまいました。さらには、生き残った被爆者の方々

も長年にわたって後遺症や差別で苦しめられてきま

した。このような非人道的な兵器は再び使用さして

はならないと思います。今、世界中で核兵器を廃絶

させようという運動、世論が大きく広がっておりま

す。 

 その結果、ついにことしの５月は、アメリカの現

職の大統領が広島を訪問して、あの平和資料館を訪

れて追悼の献花や追悼のスピーチをやる、そして被

爆者の方々ともことばを交わされました。このこと

は世界中から核兵器を廃絶していく上で大きな一歩

になるんではないかと私は思います。 

 さらには、核兵器のない世界を実現するために法

的措置を議論しようと、国連の作業部会が議論を重

ねてまいりましたけれども、ついに始まりましたが、

ことしの秋の国連総会におきまして、核兵器の禁止

条約などの交渉を来年から始めるように勧告する、

その報告書が採択をされました。このことは、今後

国連総会において核兵器禁止条約の交渉を本格的に

議論を進めていく、もうその道を開いたものだと私

は高く評価をするものであります。 

 また、ことしも原水爆禁止世界大会が広島や長崎

で開かれましたけれども、ここでは広島、長崎の被

爆者の皆さんが、もう我々の生きている間に世界中

から核兵器を廃絶されようということで、被爆者が

訴える核兵器廃絶国際署名というものに取り組むこ

とになりまして、何とあと４年先までには世界中で
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億単位の署名を集めようということになりました。

そしてこの国連において、この核兵器廃絶を、禁止

を求めるこの条約を何とか各国で締結できるような

形でもっともっと国際世論を広げようということが

呼びかけられました。 

 よって私は市長に質問したいんですけれども、も

う世界が変わっています。永松市長も変わらなけれ

ばならないと思うんです。よってこの世界の動きを

どう見るのか、豊後高田市においても核兵器廃絶を

目指して、今後どういう取り組みをしていくのか、

市長のことばを聞きたいと思います。 

 ２つ目は、おそばせながら豊後高田市も、県下18

市町村の中で一番遅いんですけれども、非核平和都

市宣言を結んで、議決をしております。あれからも

う８年たちましたが、なかなか非核都市宣言をやっ

たからといって特別な核廃絶の事業には取り組んで

きませんでしたけれども、毎年毎年この行進団が総

務課長などに要求しましてやっときょねんぐらいか

ら少しは事業が始まるようになりましたが、これま

でどうやったかということを聞きたいんじゃないん

です。世界が大きく変わっておりますので、豊後高

田市も庁舎が新しくなりました。市長としてももう

任期はあとわずかですけれども、何とか来年度から

はこういうことで思い切った非核平和の取り組みを

しようということを市民の前に表明をしていただき

たいと思います。 

 次が障がい者差別を解消する問題であります。 

 神奈川県のあの知的障がい者施設で元職員によっ

て入所者19人が殺害をされる、20人の方が重軽傷を

負わされる事件が起きました。この事件が全国の障

がい者やそのご家族、関係者だけの問題ではない、

国民全体に大きな衝撃を与えました。障がいのある

人もない人も相互に人格や個性、多様な生き方を認

め合い、認めて支え合い、励まし合い、そして学び

合うような社会の実現が求められていると思います。

ついに国のほうも障害者基本法だけではなくて障が

い者の差別解消法を成立させことしの４月から施行

されました。 

 大分県においても、障がいのある人もない人も心

豊かに暮らせる県づくり条例が県議会でも満場一致

で決まり、ことしの４月から施行されました。これ

も画期的なことなんです。 

 よって、豊後高田市においても県条例に沿って、

そういう同趣旨の市の条例を制定すべきだと思いま

すが、その条例が制定するまでにはもうすぐにはで

きないと思いますんで、充分な議論がいりますので、

それまでは県の条例を市民に周知をさせる、県の条

例に従って差別があるがゆえに、いろいろと障がい

があるがゆえにいろいろと差別を受ける、いろいろ

な偏見、差別がありますけれども、やっぱり本当に

障がい者に対する理解を深める、そして差別を解消

するための市独自の取り組みも思い切って取り組ん

でもらいたいと思いますが、市長の見解を求めます。 

 次が、４番目は部落問題についてであります。 

 ご承知のように、ことしの５月の国会に突然、部

落差別解消法案なるものが提案されまして、今継続

審査になっているんですけれども、これは部落差別

解消するどころか、逆に部落差別が固定化されて、

この法律をつくることによって同和事件が温存され

る恐れがあるんじゃないかと、学識経験者なども指

摘しておりますし、全国でもこういう法案を今つく

るべきではないと反対運動が広がっておりますが、

市長はこの今国会で継続審査になっている法案につ

いてどのような認識なんでしょうか。阻止すべきだ

と思いますが、市長の見解を求めたいと思います。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  私からは、政治姿勢につい

てお答えをいたします。 

 核兵器廃絶及び非核平和の取り組みでございます

けれども、本市におきましても平和で戦争のない世

の中を願いまして、平成20年９月に非核平和都市宣

言を制定いたしております。また毎年８月６日、９

日、15日には、原爆や戦争によって亡くなれた方へ

のご冥福と平和を祈念して平和の鐘の音を放送いた

しまして、市民の皆さんに黙祷のご協力をいただい

ております。市報でも周知をいたしております。 

 今後につきましても、平和の取り組みを続けてま

いりたいと考えております。 

 次に、部落差別の解消の推進に関する法律案につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 この法案につきましては、目的を現在もなお部落

差別が存在し情報化の進展による差別に対する状況

の変化が生じていることから、部落差別の解消を推

進し差別のない社会を実現することとして、自民党、

公明党、民進党の３党により共同提案されているも

のでございます。私も差別のない社会が実現すれば

いいと思っております。現在、国会において議論さ

れているところでございますので、今後の動向につ

いて注視してまいりたいと思っているところでござ
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います。 

 その他の質問につきましては担当課長に答弁させ

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  社会福祉課長、植田克己君。 

○社会福祉課長（植田克己君）  それでは、条例制

定についてのご質問にお答えいたします。 

 本市におきましては、社会福祉施設やハローワー

ク、病院などの関係機関に加え当事者の保護者の会

である手をつなぐ育成会の代表の方々にもご参加い

ただき、豊後高田市地域自立支援協議会を組織し、

皆さんのご意見をいただく中で本年３月に第２期豊

後高田市障がい者基本計画を策定いたしました。 

 計画では、障がいのある人もない人も全ての人が

ごく自然に社会づくりに参加できる平等な地域社会

の実現を基本理念に、障がいのある方が安心して生

活できるまちづくりを目指し、さまざまな取り組み

を行うこととしております。合わせて、地域生活支

援、就労支援、子どもの３つの部会を立ち上げ、直

接障がいのある方々と関わっている多くの皆さんの

ご意見をいただきながら、具体的な施策の方向性に

ついて議論させていただいております。 

 また、本年４月に障害者差別解消法が施行され、

不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供が

求められることとなりましたことから、本市ではこ

れまで実施しておりました市報の点訳や音訳に加え、

市役所窓口に手話相談員を設置するなどあらゆる障

壁をなくすための取り組みを推進しているところで

ございます。 

 議員ご提案の条例の制定につきましては、実効性

のある施策と合わせて総合的に判断していく必要が

あると考えております。そのため、本年４月から施

行されました大分県条例や平成25年度に制定された

別府市条例の内容や障がいのある方を取り巻く環境

がどのように改善されているのかなどの施策の成果

を自立支援協議会の中で今後よく調査、研究を行っ

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  それでは、１項目について

市長に再質問をいたします。 

 市長は１と２を合わせて答弁されましたけれども、

１のところで世界のこの核兵器廃絶の世論や運動を

私は市長に理解してほしいと思って長く述べました。

オバマ大統領までが広島を訪れるような時代になり

ましたので、核兵器の先制使用をもうしないとまで

宣言したんですけ、ちょっとオバマさんもちょっと

揺れているようですけど、日本の安倍さんはなかな

かそうならないんで問題なんですけども、やっぱり

市長も今豊後高田も非核平和都市宣言をやったんだ

と、こういう事業をやったんだというならば、この

世界の流れに比べてみて高田におけるこの核兵器を

禁止する、あるいは廃絶する運動がそういう市民の

世論や運動になっているのか、その辺では随分格差

があるんではないかと私は思うんです。市長自身が

やっぱりトップですから進んでやってもらいたいと

思うんで聞いているんです。 

 具体的に行きます。毎年、原水爆禁止、国民平和

行進の実行委員会が市長宛てに文書でこういうこと

を要請するということで要請文書を届けていますね。

その中に今私が取り上げました署名用紙も市長みず

からが署名してもらいたい、これは思想、心情、政

党支持を超えて誰でもできる、全世界で数万規模の

署名があるとうことで、市長の肩書で署名をしても

らえないかという文書で要請があってます。私、議

長にも同じ文書で要請があってます。私、議長のほ

うはちゃんと直筆で署名していただきました。永松

市長は署名をしてない。だから代表の方がまた総務

課長に会って、どういうことかと、全員もう一枚紙

渡すから、おそばせながらでもいいから今からでも

署名して送ってもらいたいと要請しましたけども、

きのう問い合わせてみたら未だに署名してない。大

分県の市長でこの署名していないのは誰と誰かを聞

きましたら、大分の市長と高田の市長だけだという

ことがわかりました。市長、この署名用紙を読んで

どういう部分が賛同できないので署名できないのか

どうなのか、市民の前に明らかにしてください。今

からでも読み直してみて賛同する気があるなら、あ

るって言ってください。（○12番（河野徳久君）そ

れは、大石さんが言うけえしとねえんじゃ。） 

 何て。議長、周りをがやがや言わせんでくれん。 

○議長（安達 隆君）  総務課長、佐藤之則君。 

○総務課長（佐藤之則君）  大石議員の再質問につ

いてお答えいたします。 

 原水爆禁止のキャラバンがお見えになって、担当

課長として私が市の代表でお伺いをさせていただい

ておりますので、私が署名をさせていただいている

ところでございます。 

 以上であります。 

○議長（安達 隆君）  18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  私がね、ちょっと議長、済
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みません、ちょっと水をもらえませんかね、喉がちょっ

と、声が出ないので。国会も水飲むことができましょ

う。お願いします、今から。今までは演壇に水があっ

たんですよ。ちょっと喉が調子が悪いのでお願いし

ます。 

○議長（安達 隆君）  しばらく休憩します。 

午後２時28分 休憩 

午後２時29分 再開 

○議長（安達 隆君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  再質疑を続けます。 

 私が質問したのは、市長がなぜ署名をしなかった

のかと、この案分を呼んだんならどの部分が賛同で

きないのかと、今からでも読み直して賛同してもら

えるかという質問したんです。ヤジのほうで、「大

石さんが言うからせんのんじゃ」って、私が市長に

頼んだわけではありません。そうでしょう。何で総

務課長が答弁するんですか。あなたが何でしたかと

いう質問したのは、あなたが答えるべきじゃない。

市長、これ読んだかどうかを明らかにしてください。

私は市長の真意を聞いているんです。大分県中の市

町で市長も村長も町長もやったのに、やらなかった

のは大分と豊後高田の市長だけだということがわか

りましたんで、なぜか市民の前に明らかにしてくだ

さい。この文書に賛同できないなら理由を言ってく

ださい。議長、市長に答えさせてください。見てな

いなら、見てないっちゅうこと明らかにすればいい

んです。読んだことないならないでいいから、はっ

きりさせて。おかしいじゃないか、総務課長に聞い

てないのに。 

○議長（安達 隆君）  静粛に願います。 

 総務課長、佐藤之則君。 

○総務課長（佐藤之則君）  先ほども申し上げまし

たように、市の代表として担当課長の私が対応させ

ていただいて署名をさせていただいたところでござ

います。 

 以上でございます。 

○18番（大石忠昭君）  議長、議事進行について、

議事進行です。時計とめてください。議事進行です。 

 今、私は市長に質問をして、市長しかわからない

質問をしているんです。それを市長に答えさせんちゃ

あ何事ですか。市長に答えさせてください。 

○議長（安達 隆君）  指名し直します。 

 18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  何ですか。 

○議長（安達 隆君）  指名し直しました。私が呼

んでないので、あなたに指名し直しました。 

○18番（大石忠昭君）  議事進行について発言させ

てください。 

○議長（安達 隆君）  はい。 

○18番（大石忠昭君）  今のだけでも随分時間のロ

スになっているでしょう。１時間しか持ち時間ない

んで、今の発言はこれは議事進行として発言を認め

てください。 

 だから、私は冒頭に述べましたように、質問は簡

単なんです。ただ質問の趣旨を正しくご理解してい

ただいて、それに端的に答えていただければいいん

です。市長が読んでなけりゃあ読んでない、読んだ

んだけど文書に賛同できないなら賛同できないでい

いんです。これ強制的なものでないんですから、何

でかということを聞いておるんです。それを市長答

えんで何で総務課長が答えますか。だから、市長に

答えさせてください、議長。おかしいでしょう。ま

だ今答弁拒否ですよ、それは。おかしいじゃないで

すか。 

○議長（安達 隆君）  大石議員に申し上げます。

次の項目に移ってください。もうこれ以上の答弁は

ないものと、議長認めます。次の項目に移って。 

○18番（大石忠昭君）  今、議事進行で聞いておる

んです。ないものと、もう一回議長から命令してく

ださいよ、市長に。なぜ答弁ができないのか。それ

ができないならできないでこっちはしますから。（○

12番（河野徳久君）もうがたがた言うごっちゃ、注

意せな。）議長、命令してないじゃないですか。（○

７番（土谷信也君）答弁の指名はできんでしょうが。）

できますよ。（○７番（土谷信也君）できない、で

きない。） 

○議長（安達 隆君）  次の項目に移ってください。 

○18番（大石忠昭君）  移りますけど、今議事進行

ですよ。 

 じゃあ、移ります。もう本当、皆さん、こんな議

会ありますか。もう私１時間しかないから５項目に

絞っているんですけど、あと要領よくお願いします。 

 ２項目めの非核都市宣言やってるんだから思い

切った事業を来年からやろうやということについて、

これ答弁がないんです。今までどうしたかというこ

とを聞いているんじゃないです。今からどうします

か。その国民運動平和行進実行委員会からは何とか

よその自治体でもこの原爆の悲惨さを知らせるため
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の写真パネルがあるなら、ほんのわずかな金だから

買ってもらって、市役所が立派に建ったんだからこ

のロビーで写真展やったらどうですか、公民館でやっ

たらどうですかって要請受けているでしょう。県下

調べてみました。各所で新しく庁舎ができたたびに

新しいものを買ってやっているようです。高田だけ

買ってくれないちゅうんです。これも強制、物売り

じゃありませんけど、今戦後71年たちまして原爆の

悲惨さというのが忘れ去られようとしているから、

やっぱりわずか二万何千円ぐらいの写真パネルです。

それがなぜ買えないんですか。何らかの形でそうい

う平和写真展などをやるような、この核兵器を廃絶

するための、やっぱり市民に呼びかけるようなそう

いう事業をやるべきじゃないんですか。市長、どう

でしょうか。 

○議長（安達 隆君）  総務課長、佐藤之則君。 

○総務課長（佐藤之則君）  大石議員の再質問にお

答えをいたします。 

 今後の平和に対する事業ということ、取り組みと

いうことでございますが、最初のご答弁、市長が申

し上げましたとおり、これまでどおり平和な取り組

みを続けてまいりたいと考えております。 

 そして今議員おっしゃられました原爆の写真展で

ございますが、キャラバンでの要請は受けておりま

すけれども、写真パネル購入しての写真展について

は、現在のところ考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  再々質問ですけれども、と

いうより、これは市長が答弁できず、課長に答弁さ

せたわけなんですけど、もう豊後高田のこれだけ世

界中が核兵器の廃絶を目指して条約まで結ぼうとい

うときに、非核平和都市宣言やっているけども新た

な事業やらないんです。今までどおりということで

しょう。もうそれでよいのかということで、やっぱ

り改めてもらいたい。そのことを申して、次に行き

ます。 

 次は、３番目は障がい者の問題なんですけど、私

もここに持っておりますように、高田の場合、こと

し３月末に10年間の計画つくりました。読んでおり

ます。だからこれがどうかこうかということを議論

しているんじゃないんです。国のほうも新しく法律

をつくってことしの４月から施行した、県のほうも

つくった、別府の場合、大分県一つくった、全国で

も優秀です。だから豊後高田においてもどこだって

これつくっているわけで、10年間どうするかっちゅ

うのは、そういう時代でしょう、障がい者に対して

も。だから、市においてもその条例を中小企業振興

条例と同じように、関係者も一緒になって条例つく

り上げて立派なものをつくり上げる、その過程が大

事なんです。そしてそれを市民に周知させてお互い

に障がいを持っているがゆえにいろいろ差別受けな

いような、我々も理解を、偏見を持っちゃいかんで

しょうが。だから、それをやっぱり早い時期にやる

というようにちょっと考えてもらえませんか。中小

業者の振興条例早い時期にやりました。こちらにつ

いても早い時期でやると、できるまでは県条例を市

民に周知させ、県条例の具体化として新たな決意を

新たに取り組んでいくということを、市長、市民の

前に表明してもらえませんか。 

○議長（安達 隆君）  しばらく休憩します。 

午後２時38分 休憩 

午後２時39分 再開 

○議長（安達 隆君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 社会福祉課長、植田克己君。 

○社会福祉課長（植田克己君）  大石議員の再質問

にお答えします。 

 先ほどご答弁申し上げましたとおり、自立支援協

議会の会の中で今後よく調査研究を行ってまいりた

いと、そういうふうに考えております。 

 また、県条例につきましては、普及啓発の中でご

紹介してまいりたいと、そういうふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○18番（大石忠昭君）  じゃあ、時間の関係で次に

行きます。いいですか、はい。 

○議長（安達 隆君）  18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  次、４番目は部落差別の解

消条例なるものについて、市長からありました。市

長、今の答弁をするまでにこの国会で継続審査になっ

ている法案を読んでいますか。読んでおりましたら、

この中に部落差別というものがあるんですけれども、

部落差別というものの定義がされてないんですけれ

ども、市長は部落差別というものについてどのよう

な認識なんでしょうか。もう同和対策事業は事実上

終わったということになっておるんですけれども、

今なお部落差別があるというような認識なんでしょ

うか。部落差別を解消するためには、法律では解消

できないと思うんですけども、どうやったら部落差
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別が解消できるというような認識でしょうか。市長

から答えてください。 

○議長（安達 隆君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  再質問にお答えいたします。 

 部落差別の解消の推進に関する法律について、自

民、公明、民進の３党で、先ほど申しましたように

現在なお部落差別が存在したという、そういうこと

を、そういうふうな認識をもってこの法律をつくろ

うとしているわけです。そういうことだろうと、私

は思っております。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  議長、今の市長の答弁で答

弁になったと思いますか。 

○議長（安達 隆君）  なったと思います。 

○18番（大石忠昭君）  なっていると思う。それは

市民は思いませんよ。市長はこの法案を読んだんで

すかということを聞いたんです。読んでなかったら

読んでないのも答弁です。 

 部落差別という、今の、もう一度行きますよ。部

落差別を解消するというんだけれども、これまでの

法律で部落差別などという用語が、法律の中で部落

差別となる用語が出てきた法律があったでしょうか。

基本的に私が聞いているのは、部落差別がまだある

というような認識なんですか。どうすれば部落差別

を解消できると思うんですかという市長の見解聞い

ておるんで、私はこういう法律をつくっても逆に部

落差別を固定化するだけになるんじゃないかと、ま

だ差別があるからと言われてそれを理由にしていろ

んな事業をやれということで実際に不当な要求され

る、そういう恐れもあります。そういうふうに思い

ませんか。だから、私が言った部落差別とは一体何

なのか。差別を解消するために、市長としてはどう

したらよいのか。こんな法律では解決できない、固

定化することにならないかっちゅうことを聞いてお

るんです。だからこの法案は阻止してもらおうとい

うことで市長に頑張ってほしいということを、これ

最後の問題なんですけど。最初から言っている問題

について、市民にわかるように言ってください。 

○議長（安達 隆君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  再度お答えいたします。 

 先程もご答弁したとおりに、自民、公明、民進党

の３党で共同提案しているわけです。そしてその中

で部落差別は存在すると、それを解決するようにこ

の法律をつくると言っているわけですから、国会で

そういう議論をしているんですから、国会で議論す

りゃあいいと思います。国会で議論するものを私は

とやかく言うことではないと。あと、私は先ほど申

しましたように、注視してまいりたいと、国会でど

ういうふうになるのか、そういうふうなものでやっ

ていきたいと、そう思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  もう豊後高田の場合３回し

かできませんので、次に行きます。 

 次は、市長の退職金の問題ですので、これも市長

に答弁を求めたいと思います。 

 市長の任期はいよいよ来年４月23日になりました。

これまで市民の皆さんからもう本当に働く市民に比

べてみても、私は市の職員などに比べてみても退職

金が高いという批判の声が随分寄せられまして、何

とか下げろという皆さんの声を取り上げて議論をし

てまいりました。これまでどういうように市長が答

弁をしてきたんだろうと、夕べちょっと遅くまでか

かって議事録を読んでみましたけれども、最近の議

論だけでも市長は法令に従って支給を受けますと、

もう開き直りの答弁、これ一言なんです。最終的な

かみ合ってきたのは、ちょうど今から４年前の12月

に、広瀬知事がみずからの退職金を引き下げるとい

う条例を県議会に出したことで、私はこのことを指

摘をして、もうこういう時代までなっているからど

うするのかということで、市長が初めて県や各市の

状況も調査をしてみて検討すると、引き下げの検討

論を初めて出したんです。それならばあなたの任期

は来年の４月23日までなんだから、それは12月の議

会でしたから、３月の議会に修正案を、条例を改正

する案を出さないと間に合いませんと、３月の議会

に改正案を出しまして、初めて豊後高田市の市長の

退職金が従来よりも15パーセント減額することになっ

たわけです。それでも今、私夕べ計算してみました

が、1,652万4,000円なんです。４年前にもらったの

は。これ条例やらなかったらまた今回も1,652万4,0

00円になります。市長が当初2,000万を超える退職金

をもらいましたから、この間18年４カ月、来年の４

月23日までです。18年４カ月間でどれだけ退職金を

もらうか計算してみましたら、8,420万5,000円なん

です。これは確かに市民から指摘があるように、民

間で働く市民よりは、あるいは同じ市役所の中で働

く副市長や教育長に比べてみても、職員に比べてみ

ても大きな差があります。よって、市民は市長の退
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職金を引き下げてくれというのが要求ですから、そ

れに応えてもらえてもらいたいと思いますが、見解

を求めます。 

○議長（安達 隆君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それでは、退職手当につい

てのご質問にお答えいたします。 

 この件につきましては、先ほど大石議員が言われ

たように、以前よりいろいろと議論をしてまいりま

した。私といたしましては、今回の退職手当の額に

つきましては、他の２人の特別職の２人の職員を除

き、いわゆる副市長と教育長を除き、私のみは５割

の減額を考えてみたいと、そう思っているところで

ございます。 

 以上です。（○12番（河野徳久君）これはおおっ

ちゃのう。議員も七、八万になるまでおども下げん

ならんような日が来るど。議員提案せな。） 

○議長（安達 隆君）  18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  市長は、夕べずっと十何年

間読み直してみまして、今までにない答弁だったと

思います。よって、正確にするために永松市長の分

だけを５割削減すると。現在の５割削減ということ

なんですか。その辺を市民にわかるように言ってく

ださい。現在の条例でいきましたら、計算しており

ますように、今度の４月23日までで1,652万4,000円

になります。この半額にするというような理解でよ

いですか。その時に、ちなみに副市長が、とにかく

４年間の任期中で副市長の退職金は、今の条例でい

きますと1,044万4,800円です。教育長は特別に安い

んです。教育長は465万1,200円、この数字に間違い

があれば、総務課長指摘してください。間違いない

と思います。よって、市長、半額にするというのは、

1,654万4,000円の半額でよいかどうか、お答えいた

だきます。（○12番（河野徳久君）議長、議事進行。） 

○議長（安達 隆君）  12番、河野徳久君。 

○12番（河野徳久君）  私は、大石議員の通告を今

見ると、市長の退職金について質問をしているんじゃ

ないかと思って、副市長と教育長のことは通告して

ないんじゃないでしょうか。確認してみてください。

（○18番（大石忠昭君）いいか、議長。議事進行で

いいですか、議事進行。議事進行だから時計とめて

ください。） 

○議長（安達 隆君）  18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  私は質問しているのは、市

長の退職金しかしてないんです。いいですか。民間

で働く市民や市役所で働く皆さんに比べて市長の格

差は大きいということで、今副市長と教育長の数値

を上げただけなんです。副市長どうするのか、教育

長どうするのか言ってないです。そんなことが議事

進行で取り上げるのが問題なんです。（○12番（河

野徳久君）お金のことんじょ言うあんたも問題で。

あんた議員なんか日給の直してみない、８万になる

よ。え、大石議員。それはあんた12月議会であんた

が議員提案して議員の歳費を下げてみな。） 

○議長（安達 隆君）  大石議員に申し上げます。

議長といたしましては、質問に対する答弁はあった

と認められますので、議事を進行します。質疑を続

けてください。（○18番（大石忠昭君）答弁があっ

た、何で。）もう市長からあんぐらいの答えがあっ

たからいいじゃないですか。（○18番（大石忠昭君）

どうするのかわかんない、市民からみたら。） 

 市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  先ほど言ったのがわからな

いですか。私の退職金については半額にすると、こ

れ以上のことはないんじゃないですか。だから、そ

れ以上のお答えはできません。 

○議長（安達 隆君）  質疑を続けてください。 

 18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  もう一回質問いいですか。

いいですか。再々質問いいですね。いいですか。私

が質問したほうが問題なんですか。これまで大分県

内でも日田、宇佐が半額にしたんです。市長だけを、

市長のその期だけを。それを問題にしてるんじゃな

いです。その時は条例を100分の50を100分の25に書

きかえたんです。もう今度は豊後高田の場合は、前

回15パーセント下げて今100分の42.5なんです。それ

で計算したら先ほどの数字になるんですが、それを

半額にするんですかと、それとも100分の42.5なんだ

けど100分の25にするということなんですかというこ

と、具体的に言うなら。それ質問じゃないですか、

正しい。そうでしょ。大事なことでしょうが。答弁

ないでしょう。（○12番（河野徳久君）議長、あん

た条例が今度出てくるんじゃけ、もうきょうの答弁

はこれでいいじゃないですか。） 

○議長（安達 隆君）  大石議員、議事を進行しま

す。質問を続けてください。次の質問に移ってくだ

さい。 

○18番（大石忠昭君）  次は３項目は医療制度の改

悪を阻止する問題についてであります。 

 あと21分あるけどね。参議院選挙中に社会保障に

力を入れるかのような発言を繰り返しておりました
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安倍首相は、選挙が終わると同時に社会保障の各分

野で一斉に改悪の具体化を始めてきました。国民を

だまし討ちにするようなこういう暴挙は断じて許す

わけにはいきません。今朝は共産党の甲斐明美議員

が介護保険の大改悪について議論をいたしました。

私のほうは時間もありませんので、きょうは医療改

悪について２つの点、最初は保険料についてです。 

 75歳以上の全てのお年寄りが加入しております後

期高齢者医療制度は、来年度から保険料が少ない人

で２倍、多い方については10倍上がると、この制度

が創設された８年前については、やっぱり日本中で

批判の声がありまして、低所得者については特別に

引き下げる措置、いわゆる特定軽減措置が取られま

した。９割とか8.5割です。こういうものが一切廃止

されますし、それから、そのために一番年金が低い

人が困るんです。80万以下の人は３倍の保険料の引

き上げ、80万ちょっと上の方は２倍の引き上げにな

ります。さらに子どもの健康保険に加入している方、

これは75歳で追い出されましてこちらに入ると。そ

ういうことになって、被扶養者については、これま

でも９割軽減があったけれどもこれが撤廃されます

ので、この方は５倍、一番大きい方が10倍というふ

うに自己負担が上がることになります。国の方は一

遍に10倍も上げたら大変ということで緩和措置を取

ろうとしておりますけれども、まだ具体化しており

ません。これは、わずかな年金生活をしている人た

ちにとってもう大変な問題なんです。その辺の市長

はそういう影響を受ける市民がどれぐらいおって、

金額でどれぐらいの影響を受けるというような認識

なんでしょうか。市長の認識を聞きたいんです。 

 ２つ目の問題は、さらに安倍政権は75歳以上のお

年寄りの医療費を、今まで窓口では１割負担だった

んですけども、もう70から74までは１割が２割になっ

ていって、とうとう今度は75歳以上も２割にしよう

ということなんです。さらに、２割負担になったら

それこそ保険料も上がる、医療費も上がる、もう私

はやっていけません。そのことを市長はどう認識さ

れるのか、何とかお年寄りの暮らしを守るためにこ

の保険料の軽減措置の撤廃をやめよう、窓口２割負

担をやめてもらうために永松市長として政治力を発

揮してもらいたいと思いますが、どうでしょうか。

市長の見解を求めます。 

○議長（安達 隆君）  保険年金課長、丸山野幸政

君。 

○保険年金課長（丸山野幸政君）  後期高齢者医療

制度に関するご質問にお答えをさせていただきます。 

 この後期高齢者医療保険料の軽減特例の見直しに

つきましては、平成27年１月に政府の社会保障制度

改革推進本部、医療保険制度改革骨子におきまして、

特例として実施してから７年が経過する中で、後期

高齢者医療制度に加入する前に社会保険の被扶養者

であった方は所得水準にかかわらず軽減特例の対象

となるほか、国保での軽減割合は最大で７割となっ

ていることなど不公平をもたらしており、見直しが

求められていることから検討をされてきた経過があ

るようでございます。 

 具体的な内容は、次の３点でございます。 

 １点目は、保険料軽減特例については、段階的に

縮小する。 

 ２点目は、平成29年度から原則的に本則に戻すと

ともに、実施に当たっては低所得者に対する介護保

険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給と合

わせて実施することにより、低所得者に配慮しつつ

急激な負担増となるものについては、きめ細かな激

変緩和措置を講ずることとする。 

 ３点目は、激変緩和措置の具体的な内容について

は、今後検討し結論を得るとされております。 

 ご質問の軽減特例が見直された場合の対象者や影

響額につきましては、私ども現時点で軽減特例のど

の部分が具体的にどうなるのか、そしてどういう激

変緩和措置がなされるのか、これ以上は示されてお

りませんのでお答えすることはできません。 

 それから、この軽減特例の見直しにつきましては、

本年６月に全国市長会は国に対しまして後期高齢者

医療制度の円滑な運営を図るため保険料の上昇を抑

制する措置を引き続き継続するとともに、国の責任

において充分な財政措置を講じることや、保険料軽

減措置の見直しに当たっては、被保険者の負担感に

充分配慮することなどを要望しているところでござ

います。 

 加えまして、運営主体であります広域連合も全国

共同で同時期に同様の趣旨の要望をしているところ

でございます。 

 なお、窓口負担のあり方につきましは、政府の経

済・財政再生アクションプログラムにおきまして関

係審議会等において検討し、平成30年度までに結論

を得るとされておりますので、現時点では国の審議

の動向を注視してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  18番、大石忠昭君。 
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○18番（大石忠昭君）  保険料と医療のことで、最

初の保険料のことで、私が年金80万円以下の人につ

いては３倍になると、それよりも百二十何万までの

方は２倍になるんです。一番安い人は３倍になるん

です。このことは間違いない。それから子どもさん

の保険に入った方が後期高齢者になって２年間、そ

れから３年から５年まで、これ傾斜があるんですけ

ども、こういう方たちが５倍から10倍になる。一度

にそうやったらもう大変なことが起こるので緩和措

置を取るということだけのことなんです。負担が増

額することは間違いないんです。そのことを市長、

ご理解しているでしょうか。これもう決められたん

ですから、負担増額は。どういう形で緩和措置を取

るかっちゅうのが今検討課題になっておるんです。

これだけ年金は毎年下げられる、高齢化して仕事も

ない、もうなかなか子どもに面倒見てもらうっても

そう子どもも大変だということで、高齢者世帯とい

うのは大変な事態になっておるんです。だから、今

市長会で云々とありましたけども、市長自身がこの

豊後高田市は高齢化率が高いわけで、市長の自宅の

周辺見てもそうでしょう、高齢者ばかりでしょうが。

こういう人たちは本当に困っているんです。市長だ

けがいい給料もらっているっていうのが市民の声で

しょう。だから、退職金も下げられるようになった

と思うんですけども、この世論に応えてやはり年金

生活者を守るために国の制度の大改悪を食いとめて

いくんだと、保険料についてもこの特別軽減の廃止

を食いとめるんだという立場を取ってもらいたいと

思いますが、市長、取るか取らんかだけ答えてくだ

さい。 

○議長（安達 隆君）  保険年金課長、丸山野幸政

君。 

○保険年金課長（丸山野幸政君）  再質問にお答え

をさせていただきます。 

 申し上げるまでもなく、医療保険制度も介護保険

制度も年金制度もこれは社会保障制度でございます。

皆さんで支え合う制度でございます。折りしも、本

日９月14日の新聞報道では、平成27年度の国全体の

医療費が過去最高を更新されたと、そういうふうに

されております。また、今後国全体で少子高齢化が

進む中で国の方針にも示されておりますとおり、社

会保障制度を次の世代の方々に引き渡すためにも、

世代間の負担の公平を図り、負担能力に応じたご負

担を求めるという観点から、そのバランス調整をど

うやっていくかというものを国に専門家の皆さんで

議論がなされていると、そういう状況でございます。 

 そういう中で、先ほどもご答弁申し上げましたが、

現段階で保険料の軽減特例のどの部分がどうなって

いくのか、具体的に国からは示されておりませんの

で、私ども現段階でお答えできませんし、また全国

市長会も全国の広域連合、この軽減特例については

国に対して要望していると、そういう状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  時間がありませんので次に

行きますが、医療費についてはいろんな問題がある

けども、２つのことを市長ご理解しているでしょう

か。先ほど指摘したように、75歳以上の方が１割負

担から２割負担、それからこの高額療養制度があり

ますね。一定の額を納めたらそれ以上の分は保険で

見ると、この制度が年収370万未満の方は今は限度額

１万2,000円なんです。これが５万6,000円と約５倍

近くに跳ね上がるんです。これももうなかなか入院

できない状況に追い込まれたもんです。だから本当

に今の高田の高齢者の実態から見ました、この保険

料が上がることも大変だけれども、医療費が倍以上

に上がる、５倍に上がるという問題も大きな問題と

思いますが、市長はどういう認識でしょうか。これ

に対しても、これまだ決まったわけじゃない、今か

ら議論ですから。だまし討ちの政治をやめろという

形で市長も政治力を発揮してもらいたいと思います

が、市長の見解を求めます。 

○議長（安達 隆君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それではお答え申し上げま

す。 

 いや、先ほど課長申し上げましたように、これ社

会保障制度の問題ですので、どうしていくかという

運営をする、どうするかって、豊後高田一つの地域

の問題ではないんです。そこ辺のものをご理解はし

ていると思いまして、そういうことの中でやってい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  時間が８分になりましたの

で、あと２項目、４分ずつで尋ねたいと思いますの

で、明確な答弁お願いします。 

 最初は集会所の問題で、資料いただいております

ように、真玉、香々地につきましてはそれぞれ法的

補助を受けて集会所ができておりますけれども、旧
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高田については未だに集会所が自治会でないところ、

あっても老朽化して大型修繕が必要なところ、また

は市がつくった老人憩の家や軽作業所については無

償払い下げするところといろいろと差があるんです。

よって、今後やっぱり改築や新築に向けてもやっぱ

り他市のように何らかの助成制度をつくると、隣の

宇佐市でも新築で800万円、改築では400万円、あれ

も調べてみましたけれども、県下では高田以外は全

部要綱をつくってこの種の補助事業をやっておりま

すので、今回、きのう議論しましたように、老人憩

の家などについては200万円、全額の補助金を出すと

いう制度が今年度から実施されることになりました

んで、それにもう歩調を合わして何とか市長、来年

度から予算組んで、来年度から新たに建設するとこ

ろ、改築するところについては市独自の補助金を出

すようにしてもらいたいと思いますが、どうでしょ

うか。 

○議長（安達 隆君）  総務課長、佐藤之則君。 

○総務課長（佐藤之則君）  自治会集会所について

お答えいたします。 

 自治会の集会所につきましては、地区で集会所を

持っているところもございますが、市の公民館や地

区の神社等を利用している自治会もございます。こ

れは使い勝手や自治会の人口、財政規模などの事情

もあると思われます。 

 地区の集会所は、地域コミュニティの場として、

また防災面での一時避難所としての役割もございま

すから、一部の地区につきましては現在それぞれの

目的に沿って改修等の補助金を出しております。 

 新築、改築に対する補助につきましては、中尾議

員に社会福祉課長が答弁しましたように、これまで

関係課の中で協議をしてまいりました。それを受け

て自治会の将来負担、また他市の状況も踏まえまし

て引き続き研究してまいりたいと思っております。 

 以上であります。 

○議長（安達 隆君）  18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  助成制度について検討して

いるということですけれども、いつから検討してい

るのか。今年度中に結論出してもらって来年度から

実施できるように補助金要綱をつくってもらいたい

と思いますが、市長そういう努力をしてもらえます

か。 

○議長（安達 隆君）  総務課長、佐藤之則君。 

○総務課長（佐藤之則君）  これまでの関係課での

協議の経過を申し上げます。 

 平成26年に市長から指示を受けて研究を開始いた

しました。平成27年に関係課の協議を行っておりま

す。そして、この中で今回議案を出させていただい

ておりますが、老人憩の家の関係が市の所有になっ

ておりますので、他の自治会の分と同じ条件にしよ

うということの考え方の中で無償提供という形になっ

たところでございます。当面この老人憩の家の補助

金について対応してまいりますので、その他の補助

金については、それが終了した後に引き続き研究し

てまいりたいと思っております。 

 以上であります。 

○議長（安達 隆君）  18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  市長、何とか年度末までに

この協議を終えて来年度から実施ということで努力

はできませんか。市長の見解を求めます。（○12番

（河野徳久君）議長。） 

○議長（安達 隆君）  議事進行。 

○12番（河野徳久君）  ちょっと議事進行じゃない

んだけれども、私に意見を述べさせてもらえません

か。 

○議長（安達 隆君）  議事進行だけです。 

○12番（河野徳久君）  なら、もう議事進行で行か

せてください。 

○議長（安達 隆君）  はい、議事進行。 

 12番、河野徳久君。 

○12番（河野徳久君）  12番です。河野徳久です。

議長の許しをいただきましたので、私なりに意見を

述べさせていただきたいと思うんですけど、私は実

は社会文教委員会に所属しておって、61号議案、62

号議案を今議会で議長から付託されているんです。

この委員長報告が最終日にあってそれに対する議決

があって、この61号、62号議案の結果が出るわけな

んです。この今集会所に関するこの審議の結論も出

らんうちに、次の新しい集会所とか修理をさしてく

れっちゅうて執行部に迫ってもなかなか答えがもら

えないんじゃないかって私は思うんですけど、私が

勉強不足なのかどうかそこをよく議長判断していた

だけませんか。（○18番（大石忠昭君）議長、いい

ですか、私も。） 

○議長（安達 隆君）  議事進行ですか。 

○18番（大石忠昭君）  うん、議事進行。 

○議長（安達 隆君）  議事進行。 

 18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  議事進行ですね。私が質問

している議論は、文書で発言通告にありますように、
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自治会の集会所の問題なんです。今市長から議案が

出ているのは、市の施設である老人憩の家と軽作業

所を廃止をするという議案と一部無償廃止をすると

いう議案なんです。私は全然違うでしょう。そのこ

とをどうするかというのは議案質疑でやっておりま

す。ここで議論してないんです。その今61、62号議

案については、旧真玉、香々地には全然関係ないこ

となんです、もう旧真玉、香々地については全部払

い下げてありますから老朽化しております。もう高

齢者がふえてもう人も減ってもう自己負担が大変、

地元では負担できない状況あるから新たに補助金制

度をつくってはどうかと、大分県調べてみてもない

のは高田だけじゃないかと、そこをつくるのかどう

かの結論出してくれということなんです。全然違う

んです、質問が。一般質問やっているんです。そう

いうことにいろいろいちゃもんつけることが問題じゃ

ないですか。（○12番（河野徳久君）ちゃんと議長

から許可得ちょうじゃないですか。） 

○議長（安達 隆君）  議事を進めます。 

 18番、大石忠昭君。質疑を続けてください。 

○18番（大石忠昭君）  いや、答弁もないんよ、今。

明確な答弁もないじゃないですか。答弁もできんな

らできんのも答弁です。するならするも答弁です。 

○議長（安達 隆君）  総務課長、佐藤之則君。 

○総務課長（佐藤之則君）  大石議員の再々質問に

お答えをいたします。 

 先ほど答弁いたしましたとおりですが、この件に

関しましては、各地区の集会所が市の所有の分、老

人憩の家の分とそれから一般の部集会所両方にわた

るので、その条件をそろえるために先に老人憩の家

の分を地区に譲渡したいという分でございます。で

すから、その分が片づいてしまって終わった後に次

の補助金をと考えておりますので、ご了解願いたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  時間がありませんので次に

行きますが、この問題はまた次の議会でも議論した

いと思います。 

 次は最後でありまして、市道や林道、農道などの

樹木の伐採についてであります。 

 昨年９月議会でもこの問題を大きく取り上げまし

て、これ市長の政治力で都会では考えない問題がこ

の地方では起こっているんだと。道路の工事費には

莫大な予算つけるけども、管理費がないために剪定

はできても抜本的な対策が取れないということで、

なかなか通行できないような道路がたくさんありま

す。もう最近でもこちらの河内から10号線、立石の

道路、あるいはそこから小田原を抜ける農免道路に

しても田染の田染荘の道路にしましても、火葬場の

あるこの広域農道にしましても、もう大変な状況で

しょう。これは100万か200万で片づかんような問題

だと思うんです。よって、きょねん問題にしまして

から随分予算がふえまして事業やっておりますけれ

ども、もう来年度抜本的な方法で地方創生で国から

予算拡幅して樹木を下から伐採するような工事をや

らないかということ、それから本年度予算がついて

おりながら農道、林道が未だに工事ができないとい

うことは何なのか。直ちに市民が困っている道路に

ついては木の伐採をやってもらいたいと思いますが、

見解を求めます。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  建設課長、永松史年君。 

○建設課長（永松史年君）  それでは、道路の樹木

の伐採についてのご質問にお答えします。 

 現在市が管理しています市道は550キロを超えてお

り、年々増加する維持補修費に頭を痛めているとこ

ろでございます。その中でも特に樹木の伐採や草刈

りなどの要望は年々増加しており、市としましても

対応に大変苦慮しているところであり、県などにも

伐採等の事業がないか相談してきたところですが、

現在のところ有効な事業はなく、国道や県道におい

ても市と同様に対応に苦慮しているところとのこと

です。 

 これまでも樹木の伐採等にかかわる予算措置につ

いては、地域からの要望にできるだけ対応できるよ

う毎年予算を増額して対応しているところでござい

ますが、近年地域での高齢化や過疎化が急速に進み

地元での対応が困難な地区が増加していることなど

から、今後も予算の確保に努めてまいりたいと考え

ております。 

 続きまして、今後の伐採計画についてですが、管

理する市道の延長が長く、市内全域の対応を行う必

要があるため、年次計画を立てて実施することは非

常に困難であると考えております。地元からの要望

や現在定期的に行っております道路パトロールの中

で伐採の必要な箇所につきましては地元とも協議を

行いながら枝の剪定を中心に維持管理を行ってまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（安達 隆君）  申し合わせ発言時間が過ぎ

ましたので、これにて一般質問を終結いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。明

日から９月25日まで休会し、各委員会において付託

案件の審査をお願いいたします。 

 次の本会議は、９月26日午前10時に再開し、各委

員長の報告を求め、委員長報告に対する質疑、討論、

採決を行います。なお、討論の通告は９月21日午後

５時までに提出願います。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れでした。 

午後３時20分 散会 
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